
                    

 

 

 

 

令和６年度第２回 

徳島雇用政策協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和７年１月 20日（月） 

         午後２時 30分～４時 00分 

場所：徳島県庁万代庁舎 10階大会議室 
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徳島県における「賃金引上げ」に向けた取組について 

 

（１）各機関の取組等について 

① 行政の取組等について 

・徳島労働局  

・徳島県  

・四国経済産業局 

・公正取引委員会 

 

② 労使団体の取組等について 

・日本労働組合総連合会徳島県連合会 

・徳島県経営者協会 

・徳島県商工会議所連合会 

・徳島県中小企業団体中央会 

・徳島県商工会連合会 

 

（２）質疑応答・意見交換 
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徳島雇用政策協議会  設置要綱  

１   趣旨  

  徳島県においては人口減少が急速に進む中で、働き手を確保するためにも魅力ある職

場環境を形成していくことが重要な課題となっており、そのためには、働き方の見直し、  

女性の活躍促進、正社員雇用の拡大等の気運の醸成を図るなど、雇用政策を推進するこ

とが求められている。  

  徳島県の「「徳島新未来創生」政策集（徳島県版・骨太方針）」においても、労働力・後

継者不足対策の推進等を徳島県の魅力度向上に向けた戦略の一つとして位置づけ、取

組を進めている。  

  また、平成３ ０年 ７月 ６日に公布された  「 働き方改革を推進するための関係法律の  

整備に関する法律（平成 30 年法律第 71 号）」により改正された「労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第 10 条の３におい

て、働き方改革の着実な実行のためには、中小企業・小規模事業者を含む地域の事業主

における取組が円滑に進むよう、国は関係者により構成される協議会の設置等に努める  

ものとされている。 

   このため、県内の事情に詳しい各界関係者の協力を得ながら、県 ・ 国の政策を連携し  

て進めていくことが有効かつ効果的であることから、徳島県における魅力ある職場環境  

づくりに資する課題や雇用政策の効果的な推進のための各界関係者による意見交換・情

報発信等を行う場として、かつ、同法第 10 条の３に基づく協議会として、「徳島雇用政  

策協議会」  （以下  「協議会」  という。）を設置する。  

 

２   構成  

   協議会は、別紙に掲げる機関・団体により構成し、各団体の長を構成員とする。各構  

成員は必要に応じ、当該団体の職員等を代理とすることができる。  

   なお、構成員の同意により、必要に応じ構成員及びその代理以外の者を会議に出席さ

せることができる。  

   また、協議会の座長は、徳島労働局長とする。  

 

３   議題等  

    「働き方改革」  を推進するために魅力ある職場環境づくりに資する課題や雇用政策

の効果的な推進に向け、取組内容の紹介や意見交換、情報共有及び情報発信等を行う。  

 

 



４   運営  

   協議会の事務局は、徳島労働局及び徳島県が共同で担当する。  

また、協議会の庶務は、徳島労働局雇用環境・均等室及び徳島県生活環境部労働雇

用政策課において行う。 

 

（附則）  

   この要綱は、平成２８年２月１０日から施行する。  

   この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

   この要綱は、平成３０年９月２７日から施行する。  

   この要綱は、令和元年７月２２日から施行する。  

   この要綱は、令和６年１月１６日から施行する。  

   この要綱は、令和６年６月１７日から施行する。  
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賃上げを起点とした「成長と分配の好循環」

※連合春季賃上げ妥結状況

※資本金1,000万円以上

賃上げ率
３．５８％

（Ｒ５年）

５．１０％

（Ｒ６年）

民間消費支出
３２２兆円

（Ｒ５年第３四半期）

３３１兆円

（Ｒ６年第３四半期）

民間設備投資
１００兆円

（Ｒ５年第３四半期）

１０６兆円

（Ｒ６年第３四半期）

就業率
６１．３％

（Ｒ５年第２四半期）

６１．６％

（Ｒ６年第２四半期）

売上高
経常利益率

６．３％

（Ｒ５年第１四半期）

７．１％

（Ｒ６年第１四半期）

名目GDP
５９３兆円

（Ｒ５年第３四半期）

６１０兆円
（Ｒ６年第３四半期）

 賃上げは、家計の所得増加による消費の拡大を通じて、企業収益を増加させるとともに、必要な人材を適切

に確保し、企業の生産性を向上させ、更なる賃上げや持続的な成長を生むという好循環をもたらす。

 約30年ぶりの賃上げ水準の中で、製品需要の増加や企業収益・価格転嫁の改善、就業者数の増加など、賃金

上昇と経済成長の好循環が動き出しつつあり、このモメンタムを維持していくことが重要。

賃金上昇

消費の増加

製品需要の増加

労働需要の増加

人材確保

生産性の向上

生産の増加

企業収益の増加

賃上げを起点とした
「成長と分配の好循環」
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令和６年度総合経済対策 賃上げ環境の整備抜粋①

（１）最低賃金の引上げ

〇 2024年度の改定後の最低賃金額は全国加重平均で1,055 円、引上げ幅51 円は2021 年以降連続して過去最高額となった。適切な価格転嫁と生産性向上支援によって、最低賃金の引上げを後押しし、2020 年

代に全国平均1,500 円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続する。このため、最低賃金の今後の中期的引上げ方針について、早急に政労使の意見交換を開催し、議論を開始する。2025 年の春季労

使交渉に向けた意見交換も行う。

〇 今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図る。

〇 中小企業の業務改善や設備投資に対する支援を充実する。中小企業が最低賃金引上げ等の事業環境変化への対応を円滑に実施できるよう、相談体制を拡充する。令和６年度税制改正において改正した賃上げ促

進税制について、制度詳細の周知広報を徹底する。

〇 こうした取組を含め、持続的・構造的賃上げに向けた価格転嫁等の取引適正化の推進、省力化・デジタル化投資の促進、人への投資の促進及び多様な人材が安心して働ける環境の整備、中堅・中小企業の経営

基盤の強化・成長の支援といった施策を総動員する。

• 最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金（厚生労働省）

• 事業環境変化対応型支援事業（経済産業省）

• 令和６年度税制改正で拡充した賃上げ促進税制の活用促進（経済産業省）【その他】 等

施策例

（３）省力化・デジタル化投資の促進

〇 中小企業生産性革命推進事業を更に充実する。

〇 人手不足が深刻化する中、省力化投資に関して、カタログから選ぶような汎用製品の導入に加え、業務に応じたソフトウェアの簡易な選択及び導入を支援する。その際、生産現場のみならず、会計事務等を効

率化するためのＩＴ化も支援するとともに、導入後のサポート支援も行う。

〇 事業者それぞれの業務に応じたオーダーメイド型の省力化投資を支援する。

〇 人手不足感の強い業種について、各事業所管省庁が、それらの業種に属する事業者の省力化投資を促進するための具体的プランを早急に策定する。

〇 地方においても賃上げが可能となるよう、中堅・中小企業が工場等の拠点を新設する場合や大規模な設備投資を行う場合についても支援を行う。

〇 地域への産業立地を推進するため、地域未来投資促進法14等を活用した設備投資や産業用地確保を促進する。

施策例

• 中小企業の成長投資・生産性向上投資・省力化投資等の一体的な支援（経済産業省）

• 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金（経済産業省）

• 製造業・サービス業の人手不足解消に資するロボット開発環境の構築（経済産業省）

• 地域未来投資促進法等を活用した土地利用転換手続の迅速化（経済産業省、国土交通省）

【その他】

• 地域未来投資促進税制の活用促進（経済産業省）【その他】 等
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令和６年度総合経済対策 賃上げ環境の整備抜粋②

（２）持続的・構造的賃上げに向けた価格転嫁等の取引適正化の推進

〇 中小企業が賃上げの原資を確保するためには、政府が価格転嫁を後押しすることが鍵となる。価格転嫁は、発注者にとって欠かせないビジネスパートナーである受注者の経営基盤の強化、サプライチェーン全

体の持続可能性の確保に資する。政府は、これまで、全国330 名の下請Ｇメンを通じた取引実態の調査、価格交渉促進月間（毎年３月・９月）における交渉・転嫁の要請等を行ってきた。2023 年11 月には、

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表し、周知徹底を進めてきている。その結果、価格交渉が行われたケースが増加するなど、一定の成果は上がっているものの、物価高が継続する中、

中小企業の賃上げを後押しするため、これらの取組を一層強化する。

〇 下請Ｇメンに加え、新たに「下請かけこみ寺」の調査員との連携により、中小企業の取引実態に関する情報収集体制を強化し、問題ある発注事業者の情報を追加的に収集する。取引適正化に向けた取組に当該

情報を活用するとともに、事業所管省庁と連携する形で、公正取引委員会の下請法の執行強化に向けた体制を整備する。発注側の大企業と受注側の中小企業は共存共栄の関係にあることを踏まえ、パートナー

シップ構築宣言の更なる拡大と実効性向上に取り組む。

〇 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく取組を徹底するため、2024 年末までに、所管省庁において、業界団体と連携し、指針の遵守状況についての実態調査及びその結果に基づく改

善措置を完了させる。取引適正化に係る公正取引委員会の取組について、メッセージ性のあるショート動画を作成し、ＳＮＳの広告媒体における配信等を通じて周知する。

〇 新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため、下請法について、コスト上昇局面における価格据置きへの対応の在り方、荷主・物流事業者間の取引への対応の在り方、事業

所管省庁と連携した執行を強化するための事業所管省庁の指導権限の追加等に関し、改正を検討し、早期に国会に提出することを目指す。

〇 約束手形・電子記録債権等6の支払サイトの短縮・現金払い化、2026 年の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する。2024 年11 月に、手形サイト短縮に係る指導基準の見直しを行ったところであり、

これと約束手形の現金払い化・利用の廃止を合わせ、幅広い業界団体への周知徹底を行う。受注者に資金繰り負担をしわ寄せする約束手形等による支払いについて、下請法での取扱いを検討し、結論を得る。

〇 国等又は地方公共団体の官公需においても、入札制度の適切な運用により、受注企業の労務費、原材料費等のコスト増加分が価格転嫁され、賃上げ原資の確保につながることが必要である。2024 年内を目途

に、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について、各制度の趣旨に則った対応を徹底するとともに、それらの運用実態を調査し、運用改善について検討を行う。少額随意契約制度についても、長期間上限

価格が改定されていないことを踏まえ、同年内を目途に、運用実態を調査し、その在り方を検討する。

〇 建設業・物流業の持続的成長、業界における価格転嫁の円滑化及び賃上げ原資の確保に向け、第三次・担い手３法・改正物流法を着実に施行し、その内容の周知広報を徹底する。重層下請構造の適正化に向け

た実態調査、適正な見積りの普及、建設Ｇメンやトラック・物流Ｇメンを活用した事業者間の取引に係る調査・改善指導を強化することによって、取引適正化やそれらの業界の労働者の処遇改善を進める。自動

車整備業における賃金状況の実態調査を行う。警備業について、2024 年８月に改定された業界の自主行動計画を踏まえ、民民の取引及び官公需において、労務費を含めた適切な価格転嫁を進める。

〇 クリエイターが安心して持続的に働けるよう、取引慣行を是正していくため、音楽・放送分野について、公正取引委員会の実態調査を2024 年内に完了し、その結果を踏まえ、実演家と事務所との間の契約を

適正化する観点から指針を作成する。映画・アニメ分野について、2025 年にクリエイターの取引環境に係る実態調査を行う。国内映像制作等に関する事業者向け支援については、労働基準法の準拠等を定めるガ

イドラインに沿って対応を行う事業者を優先的に支援することによって、現場における環境改善を促進する。クリエイターの作品が適法かつ円滑に利用され、適正な対価還元が促進されるよう、オンライン上で

の権利情報集約・情報検索を可能とする分野横断権利情報検索システム及び個人クリエイター等権利情報登録システムの構築を行う。

施策例

• 中小企業取引対策事業（経済産業省）

• 価格転嫁円滑化の取組に関する調査（公正取引委員会）

• 価格転嫁対策等の広報強化（公正取引委員会）

• 下請法改正の検討（公正取引委員会）【制度】

• 近年の資材価格の高騰の影響等を考慮した公共事業等の実施（国土交通省）

• 建設産業・不動産業の生産性向上のための市場環境整備等（国土交通省）

• 物流の革新と持続的成長に向けた中長期計画を踏まえた取組の推進（国土交通省）

• クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査（公正取引委員会）

• クリエイター事業者支援事業（事業化・海外展開推進）（経済産業省）

• 分野横断権利情報検索システム及び個人クリエイター等権利情報登録システムの構築事業

（文部科学省）

• 放送コンテンツ等のネット配信の促進に関する調査研究（総務省）等
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令和６年度総合経済対策 賃上げ環境の整備抜粋③

施策例

• 雇用保険法に基づくリ・スキリング支援策のハローワーク、ハローワークインターネットサービ
ス等を通じた周知広報等（厚生労働省）【その他】

• 訓練ニーズの変化等を踏まえた教育訓練給付の指定講座の拡大（厚生労働省）【制度】

• リカレント教育エコシステム構築支援事業（文部科学省）

• 地域金融機関取引事業者支援高度化事業（金融庁）

• 「年収の壁・支援強化パッケージ」の着実な実行と年金制度等の見直し（内閣府、厚生労働省）
【制度】

• 非正規雇用労働者の待遇改善に向けた取組（厚生労働省）【その他】

• 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度等の活用促進等（厚生労働省）【その他】

• 育児休業取得に向けた環境整備を支援する「両立支援等助成金」の拡充（厚生労働省）

• 勤務間インターバル制度の導入促進（厚生労働省）【その他】

• テレワーク普及促進対策（厚生労働省）

• 「多様な正社員」制度導入支援等事業（厚生労働省）【その他】

• 「自爆営業」の根絶（内閣府、厚生労働省）【制度】

• 副業・兼業の円滑化（内閣府、厚生労働省）【制度】

• フリーランス・事業者間取引適正化等法の着実な執行（公正取引委員会、厚生労働省、経済産業
省）【制度】

• フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方（内閣府、厚生労働省）【制度】

• 36 協定の本社一括届出の対象の拡大（内閣府、厚生労働省）【制度】

• 労働関係の書面・押印・対面規制の撤廃（内閣府、厚生労働省）【制度】

• 人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ（厚生労働省）

• 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策（厚生労働省）

• 障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策（こども家庭庁、厚生労働省）等

（４）人への投資の促進及び多様な人材が安心して働ける環境の整備

〇 改正雇用保険法によるリ・スキリング支援策について周知広報を行い、デジタル分野等を含め、就職氷河期世代を始めとする全世代のリ・スキリングを支援する。団体等検定の合格に向けた講座を教育訓練給

付の対象講座に加え、人手不足分野を中心として、業界内における検定合格者の適切な評価と処遇改善につなげる。技能者の育成、技能継承の取組を推進する。産官学連携によるリカレント教育プログラムの実

施を支援する。

〇 ジョブ型人事の導入を促進するため、多様な導入企業の事例が詳細に掲載された「ジョブ型人事指針」の周知・普及に取り組む。

〇 ハローワーク職員のキャリアコンサルタントの資格取得を促進するとともに、民間のキャリアコンサルタントの協力を得て、転職やキャリアアップに向けた相談支援を充実する。キャリアコンサルタントが労

働者に指導・助言を行う際の参考として、民間の求人情報について、2024 年度内に、ニーズの高い職種等の求人動向や賃金水準の情報提供を開始する。2025 年度以降、職種・地域の拡大やハローワークの保有

情報との集約を進める。レビキャリを活用し、経営人材としての大企業人材と地域の中堅・中小企業のマッチングを促進する。

〇 人手不足への対応が急務となる中、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働く時間を延長することができる環境づくりを後押しする。「年収の壁・支援強化パッケージ」について、申請書類の簡素化、審査の迅

速化、年収の壁突破・総合相談窓口におけるワンストップ相談体制の整備によって、新たに社会保険の対象となる短時間労働者をきめ細かく支援することと併せて、制度の見直しに取り組む。

〇 働き方に中立的な年金制度を構築し、被用者にふさわしい年金給付を実現するため、従業員数50 人超とされている企業規模要件の撤廃、常時５人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消による被用者保

険の適用拡大等について、2024 年内に結論を得る。

〇 非正規雇用労働者について、希望者の正社員転換や処遇改善を支援するため、キャリアアップ助成金の活用、都道府県労働局・労働基準監督署の連携による同一労働同一賃金の遵守徹底を進める。

〇 改正育児・介護休業法による子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置、育児・介護に直面した労働者に対する両立支援制度の個別周知・意向確認等の履行徹底に取り組む。労働者の希望に応じた

育児休業の取得に向けた環境整備に取り組む中小企業への支援を拡充する。生活時間・睡眠時間を確保する勤務間インターバル制度、テレワーク、選択的週休３日制、「多様な正社員」制度の導入企業の拡大に

取り組む。

〇 自爆営業に関連する言動について、2024 年度内に、違法行為・パワーハラスメントに該当し得る類型・例を明確に示す。副業・兼業については、これまでの周知の取組に加え、2024 年度内に、副業・兼業に

係る競業避止義務の内容を明確化し、営業秘密の保護と両立する形での副業・兼業を円滑化する。フリーランス・ギグワーカーに対する一般健康診断の費用負担を理由とした発注控えの実態について、2024 年度

内に調査を行う。36 協定の内容が各事業場で異なる場合について、2024 年度内に、オンラインによる本社の一括届出を可能とする。会社分割時における会社から労働者・労働組合への通知や労働者からの異議

申立てについて、2024 年度内に、電子化に向けた検討を行う。

〇 足元の人材確保の課題に対応する観点から、令和６年度報酬改定において講じた医療・介護・障害福祉分野の職員の処遇を改善するための措置を確実に届け、賃上げを実現するとともに、生産性向上・職場環

境改善等による更なる賃上げ等を支援することとし、職員の負担軽減・業務効率化、テクノロジー・ＩＣＴ機器の活用、経営の協働化、訪問介護の提供体制の確保、障害者就労施設の経営改善といった取組を支

援する。

〇 公務員の給与・待遇については、人事院勧告を踏まえ、適切に対応する。
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令和６年度総合経済対策 賃上げ環境の整備抜粋④

（５）中堅・中小企業の経営基盤の強化・成長の支援

〇 賃上げを行う中小企業は増加している一方で、それらには、業績改善がみられない中での「防衛的賃上げ」が行われているケースも含まれている。賃上げを更に普及・拡大するためには、中小企業が稼ぐ力を

強化し、その原資を確保できるよう支援することが必要である。

〇 Ｍ＆Ａ及び事業承継の環境整備に取り組む。中小企業が安心してＭ＆Ａに取り組むことができるよう、2024 年８月に改訂した「中小Ｍ＆Ａガイドライン」を周知徹底し、Ｍ＆Ａのトラブルについて注意喚起

を行う。Ｍ＆Ａ成立後の成長に向けた円滑なＰＭＩの取組を定着させるため、「中小ＰＭＩガイドライン」及び「ＰＭＩ実践ツール」を周知する。Ｍ＆Ａ成立後の成長に向け、当該Ｍ＆Ａ実施企業が行う設備投

資やＰＭＩを支援する。複数回のＭ＆Ａによるグループ化を後押しするため、中堅・中小グループ化税制等の活用を促進する。事業承継税制の特例措置について、2024 年内を目途に、役員就任要件の見直しを検

討する33。事業承継・引継ぎ支援センターによる中小企業・小規模事業者の事業承継支援を強化する。

〇 中小企業の資金調達の円滑化と金融規律の更なる強化を図りながら、その経営改善・事業再生・再チャレンジを支援する。中小企業に対する民間金融機関のプロパー融資を促進するため、当該中小企業に対し、

その民間金融機関が行う信用保証付融資に係る保証料を引き下げる、協調支援型の信用保証制度を新設する。経営改善・事業再生に取り組む事業者の資金繰りを後押しする信用保証制度を新設する。成長する中

小企業に対しても、資本性劣後ローンの利用を促進する。中小企業活性化協議会による再生計画策定の支援等を通じ、経営改善・事業再生・再チャレンジを支援する。

〇 経営者の判断により早期の事業再構築を進めることができるよう、多数決によって金融負債の整理を進めることができる法案について、早期に国会に提出することを目指す。

○ 売上高100 億円超の中小企業を創出し、また、その候補となる中小企業の生産性向上を促すため、それらの事業転換、革新的な新商品・サービスの開発、販路開拓、海外展開、Ｍ＆Ａ、人材育成等をハード・

ソフトの両面で支援する。売上高100 億円超を目指す中小企業に対し、官民ファンドからのリスクマネー供給及びハンズオン支援を行うとともに、その設備投資に対する支援策を検討する。国際協力銀行（ＪＢ

ＩＣ）を通じて、成長力に資する国内の中堅・中小企業の海外展開について、地域金融機関とともに支援する。

〇 中小企業の生産性向上と成長を加速するため、地域の金融機関、ＩＴベンダー、コンサルタント等の支援機関と連携するＩＴ導入・活用支援の更なる充実、全国43の地域ＤＸ推進ラボとよろず支援拠点の連携

強化を通じて、全国的にＤＸ支援の裾野を拡大する。

小規模事業者の持続的発展に向け、2024 年度内を目途に、商工会・商工会議所の広域連携の促進を含め、小規模企業振興基本計画を見直す。

施策例

• 事業承継税制の特例措置における役員就任要件等の見直しの検討（経済産業省）【税制】

• 中小企業活性化・事業承継総合支援（経済産業省）

• 「早期経営改善計画策定支援」を活用した民間金融機関による経営改善支援の促進（経済

産業省）

• 民間金融機関のプロパー融資を引き出す新たな保証制度（経済産業省）

• 経営改善サポート保証制度（経営改善・再生支援強化型）（経済産業省）

• 日本政策金融公庫等による資金繰り支援（内閣府、財務省、厚生労働省、経済産業省）

• 事業再構築法制の整備（経済産業省）【制度】

• 売上100 億超への成長を目指す中小企業へのファンド出資（経済産業省）

• 売上100 億超への成長を目指す中小企業への設備投資支援（経済産業省）

• 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）による地方創生に資する中堅・中小企業向け金融支援（財務

省）

• 生活衛生関係営業物価高騰等対応・経営支援事業（厚生労働省）

• 事業環境変化対応型支援事業（経済産業省）＜再掲＞

• 小規模企業振興基本計画の変更（経済産業省）【その他】 等

6



令和６年度総合経済対策における賃上げ支援関係施策

• 最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金（厚生労働省）

• 事業環境変化対応型支援事業（経済産業省）

• 令和６年度税制改正で拡充した賃上げ促進税制の活用促進（経済産業省）

1 . 最低賃金の引上げ

• 中小企業取引対策事業（経済産業省）

• 価格転嫁円滑化の取組に関する調査（公正取引委員会）

• 価格転嫁対策等の広報強化（公正取引委員会）

• 下請法改正の検討（公正取引委員会）【制度】

• 近年の資材価格の高騰の影響等を考慮した公共事業等の実施（国土交通省）

• 建設産業・不動産業の生産性向上のための市場環境整備等（国土交通省）

• 物流の革新と持続的成長に向けた中長期計画を踏まえた取組の推進（国土交通省）

• 自動車整備業の人材確保に必要な賃上げ等調査事業（国土交通省）

• クリエイター支援のための取引適正化に向けた実態調査（公正取引委員会）

• クリエイター事業者支援事業（事業化・海外展開推進）（経済産業省）

• 分野横断権利情報検索システム及び個人クリエイター等権利情報登録システムの構築事業（文

部科学省）

• 放送コンテンツ等のネット配信の促進に関する調査研究（総務省） 等

2 . 持続的・構造的賃上げに向けた価格転嫁等の取引適正化

の推進

• 中小企業の成長投資・生産性向上投資・省力化投資等の一体的な支援（経済産業省）

• 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金（経済産業省）

• 製造業・サービス業の人手不足解消に資するロボット開発環境の構築（経済産業省）

• 地域未来投資促進法等を活用した土地利用転換手続の迅速化（経済産業省、国土交通省）【そ

の他】

• 地域未来投資促進税制の活用促進（経済産業省）【その他】 等

3 . 省力化・デジタル化投資の促進

• 雇用保険法に基づくリ・スキリング支援策のハローワーク、ハローワークインターネットサー
ビス等を通じた周知広報等（厚生労働省）【その他】

• 訓練ニーズの変化等を踏まえた教育訓練給付の指定講座の拡大（厚生労働省）【制度】
• リカレント教育エコシステム構築支援事業（文部科学省）
• 地域金融機関取引事業者支援高度化事業（金融庁）
• 「年収の壁・支援強化パッケージ」の着実な実行と年金制度等の見直し（内閣府、厚生労働

省）【制度】
• 非正規雇用労働者の待遇改善に向けた取組（厚生労働省）【その他】
• 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度等の活用促進等（厚生労働省）【その他】
• 育児休業取得に向けた環境整備を支援する「両立支援等助成金」の拡充（厚生労働省）
• 勤務間インターバル制度の導入促進（厚生労働省）【その他】
• テレワーク普及促進対策（厚生労働省）
• 「多様な正社員」制度導入支援等事業（厚生労働省）【その他】
• 「自爆営業」の根絶（内閣府、厚生労働省）【制度】
• 副業・兼業の円滑化（内閣府、厚生労働省）【制度】
• フリーランス・事業者間取引適正化等法の着実な執行（公正取引委員会、厚生労働省、経済産

業省）【制度】
• フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方（内閣府、厚生労働省）【制度】
• 36 協定の本社一括届出の対象の拡大（内閣府、厚生労働省）【制度】
• 労働関係の書面・押印・対面規制の撤廃（内閣府、厚生労働省）【制度】
• 人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ（厚生労働省）
• 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策（厚生労働省）
• 障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策（こども家庭庁、厚生労働省）等

4 . 人への投資の促進及び多様な人材が安心して働ける環境

の整備

• 事業承継税制の特例措置における役員就任要件等の見直しの検討（経済産業省）【税制】
• 中小企業活性化・事業承継総合支援（経済産業省）
• 「早期経営改善計画策定支援」を活用した民間金融機関による経営改善支援の促進（経済産業

省）
• 民間金融機関のプロパー融資を引き出す新たな保証制度（経済産業省）
• 経営改善サポート保証制度（経営改善・再生支援強化型）（経済産業省）
• 日本政策金融公庫等による資金繰り支援（内閣府、財務省、厚生労働省、経済産業省）
• 事業再構築法制の整備（経済産業省）【制度】
• 売上100 億超への成長を目指す中小企業へのファンド出資（経済産業省）
• 売上100 億超への成長を目指す中小企業への設備投資支援（経済産業省）
• 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）による地方創生に資する中堅・中小企業向け金融支援（財務省）
• 生活衛生関係営業物価高騰等対応・経営支援事業（厚生労働省）
• 事業環境変化対応型支援事業（経済産業省）＜再掲＞
• 小規模企業振興基本計画の変更（経済産業省）【その他】 等

5 . 中堅・中小企業の経営基盤の強化・成長の支援
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⚫ 厚生労働省及び関係省庁での賃金引上げに向けた取組について

• 経済対策概要

• 厚生労働省における取組

• 関係省庁における取組

• 経済産業省・中小企業庁

• 消費者庁

• 公正取引委員会

⚫ 「年収の壁」を意識せずに働くことが出来る環境づくりに向け
た取組について

⚫ 賃上げ調査・分析等について

参考資料
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施策名：最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図る
中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援する。

生産性向上に資する設備投資などを実施し業務改善を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、そ

の業務改善に要した経費の一部を助成する。

生産性向上に向けた設備投資などの費用を助成し、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境を整備することで、持続的賃上げの実現を図る。

【助成対象】

・中小企業事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

引き上げる
労働者数

引上げ額

30円 45円 60円 90円

1人 30（60） 45（80） 60（110） 90（170）

2～3人 50（90） 70（110） 90（160） 150（240）

4～6人 70（100） 100（140） 150（190） 270（290）

7人以上 100（120） 150（160） 230 450

10人以上(※) 120（130） 180 300 600

【助成上限額】（カッコ内は事業場規模30人未満の事業者）

※ 引上げ労働者数10人以上の上限額は一定の要件を満たした場合に適用

（単位：万円）

【助成率】

900円未満 900円以上950円未満 950円以上

9/10 4/5(9/10) 3/4(4/5)

（）内は生産性要件を満たした事業場の場合

厚生労働省（都道府県労働局） 中小企業等

申請

助成

【実施主体等】

令和６年度補正予算案 297億円 労働基準局賃金課
（内線5348）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○

⑤成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

【最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者向け生産性向上支援】

厚
労
省
の
取
組
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２ 事業の概要・スキーム

(1)手当等支給メニュー 50万円（37.5万円）（※１）

(2)労働時間延長メニュー 30万円（22.5万円）

※１ 1～3年目までの各要件を全て満たした場合の３年間の合計額
※２ １年目に手当等支給、２年目に労働時間延長を実施する場合の

2年間の合計額は50万円

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定
を３％以上増額改定し、その規定を適用

コース名／コース内容

障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用

賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度

を導入し、支給又は積立てを実施

社会保険適用時処遇改善コース
短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、
手当等の支給、賃上げ、労働時間の延長等を実施

※手当等の支給は、労働者の社会保険料相当額以上等

※労働時間の延長は、週あたり４時間以上等

■勤務地限定・職務限定・短時間正社員

制度を新たに規定し転換

   １事業所当たり 40万円（30万円）

１ 事業の目的

キャリアアップ助成金

労働保険特別会計 一般
会計労災 雇用 徴収

○

雇用環境・均等局 有期・短時間労働課（内線5268）
職業安定局 障害者雇用対策課（内線5868）

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成

令和６年度当初予算額 1,106億円（829億円）※（）内は前年度当初予算額

支給額（１人当たり） 加算措置／加算額（１人当たり）

➀有期→正規： 80万円（60万円）（※）

➁無期→正規： 40万円（30万円）（※）

※ 6か月ごとに2回支給した場合の合計額

➀有期→正規： 90万円 (67.5万円)

➁有期→無期： 45万円 ( 33万円)

➂無期→正規： 45万円 ( 33万円)

※( )は、大企業の場合の額。

※加算措置要件を満たした場合は、支給額＋加算額を助成。

※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、

➀120万円(90万円)➁➂60万円（45万円）となる。

１事業所当たり 60万円 ( 45万円）

１事業所当たり 40万円 (  30万円)

■「職務評価」の活用により実施 １事業所当たり 20万円（15万円）

賞与・退職金制度導入コース

■同時に導入した場合 １事業所当たり 16.8万円（12.6万円）

■派遣労働者を派遣先で

正規雇用労働者として直接雇用

     28.5万円

正社員化コース

賃金規定等改定コース

■母子家庭の母等又は父子家庭の父

➀ 9.5万円

➁4.75万円

令和５年度実績：65,598件、

令和５年度執行額：521.9億円

➀３％以上５％未満： 5万円 ( 3.3万円）

➁５％以上 ：6.5万円 ( 4.3万円）

■人材開発支援助成金の

特定の訓練修了後に正社員転換

➀ 9.5万円

➁4.75万円

※自発的職業能力開発訓練または

定額制訓練の修了後に正社員転換

   ➀ 11万円
② 5.5万円

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化（※）

※多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）を含む

➢ 正社員化後6か月間の賃金が正社員化前6か月間の賃金と

比較して３％以上増額していることが必要
➢ 有期雇用労働者の雇用期間を現行の「6か月以上3年以内」から「6か

月以上５年以内」に緩和し、５年超の者は無期雇用労働者とみなす。

※国（都道府県労働局）で支給事務を実施

■通常の正社員転換制度を新たに規定し転換

   １事業所当たり 20万円（15万円）

※令和５年度補正予算額 制度要求

年収の壁・
支援強化
パッケージ

厚
労
省
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令和６年度補正予算案（中小企業・小規模事業者等関連予算）

＜基本的な課題認識と対応の方向性＞
⚫ 物価高や、構造的な人手不足等、厳しい経営環境に直面する中小企業・小規模事業者の“稼ぐ力”を

強化するため、予算・税・制度等の政策手段を総動員して支援。これらを通じ、賃上げ原資を確保し、
持続的な賃上げにつなげる

1. 生産性向上支援の拡充（ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金、持続化補助金、事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

【3,400億円（生産性革命推進事業）の内数】

⚫ 中小企業・小規模事業者の設備投資、販路開拓、IT導入、事業承継等を支援

⚫ 例えば、以下の措置拡充を実施

• 最低賃金近傍の事業者に対する支援として、補助率を1/2→2/3に引上げ（ものづくり補助金、Ｉ
Ｔ導入補助金）

• 設備投資や取引実態等に合わせ、補助上限・枠・要件見直し（ものづくり補助金、IT導入補助金、
持続化補助金、事業承継・Ｍ＆Ａ補助金等）などを実施し、より使い勝手のよい、政策効果の高
い支援制度に見直し。具体的には以下の見直しを実施
（ものづくり補助金）
➢ 製品・サービス高付加価値化枠について、従業員区分を見直し、21人以上の中小企業を対象に、補助上限を引

上げ
賃上げ動向を踏まえ、賃上げ要件、運用等を見直し など

（ＩＴ導入補助金）
➢ セキュリティ枠の補助上限引上げ・要件見直し、汎用ツール・導入後支援の補助対象化 など

（小規模事業者持続化補助金）
➢ 経営計画の策定に重点化し、枠の整理等、制度を簡素化（通常枠、創業枠等に再編等）

（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）
➢ PMIを後押しするためのPMI推進枠の創設や、早期承継促進のための枠再編（事業承継促進枠への改変等）、

M&Aのトラブル防止に資するDD費用の支援拡充や100億企業創出加速化を図るための補助上限の引上げ

2. 新事業への進出にかかる支援の推進（新事業進出補助金の創設） 【既存基金の活用
（1,500億円規模）】

⚫ 中小企業・小規模事業者の成長につながる新事業進出・事業転換を重点的に支援するための新たな
支援措置を創設

要件 ：企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦（新規性）や賃金要件等

補助対象経費：建物費・機械装置費・システム構築費・技術導入費・専門家経費 等

3. 成長支援の新設・強化
⚫ 中小企業成長加速化補助金の創設【3,400億円（生産性革命推進事業）の内数】

意欲ある中小企業・小規模事業者の飛躍的成長を実現するため、売上高100億円を目指す中小
企業等への設備投資や中小機構による多様な経営課題（Ｍ＆Ａ・海外展開・人材育成等）への支援等を創設

要件 ：売上100億円を目指すビジョン・潜在力、賃金要件 等

補助対象経費：建物費・機械装置費・ソフトウェア費・外注費・専門家経費

⚫ 中堅・中小成長投資補助金の拡充【1,400億円、新規３年3,000億円】
地方においても持続的な賃上げを実現するため、地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人

手不足等の課題に対応するために行う工場等の拠点の新設等の大規模投資を実施することを支援
するとともに、大企業から経営人材を受け入れる中堅・中小企業に対する給付金を拡充し、着実な

事業成長等を実行可能な経営体制の整備を促進

⚫ 100億企業育成ファンド出資事業【30億円】
中小機構出資ファンドを通じ、売上高100億円超を目指す中小企業等へリスクマネー供給を実施

１．持続的な賃上げを実現するための生産性向上・省力化・成長投資支援

＜事業環境変化対応型支援事業＞【112億円】

⚫ 商工会・商工会議所等への専門家の派遣等、よろず支援拠点へのコーディネーター増員等による相談体

制強化。インボイスに係る課題解決に向け相談受付窓口設置

＜中小企業活性化・事業承継総合支援事業＞【61億円】
⚫ 事業再生等計画策定支援、事業承継・事業引継ぎ支援のため、中小企業活性化協議会、事業承継・

引継ぎ支援センターの体制を拡充
⚫ 中小企業活性化協議会を通じた再チャレンジ支援の拡充【再掲】

４．中小企業・小規模事業者活性化 (相談体制強化等)【203億円】

＜令和６年能登半島地震等の切れ目ない復旧支援の継続＞【213億円】

能登半島をはじめとする被災地域の速やかな復旧及び復興を支援するため、なりわい補助金（令和

６年能登半島地震等、令和２年７月豪雨）、グループ補助金（令和３年・令和４年福島県沖地

震）等を措置

＜地方公共団体による小規模事業者支援推進事業の拡充＞【10億円】

局激指定災害に関する自治体連携型補助金について、補助対象拡大（中小企業の対象化、施設

建替の対象化）するとともに、補助上限を５億円まで引き上げ

５．災害からの復旧・復興【223億円】

＜中小企業取引対策事業＞【8.3億円】

価格交渉促進月間のフォローアップ調査等により、中小企業・小規模事業者の取引適正化を推進

２．価格転嫁対策の強化

＜日本政策金融公庫による資金繰り支援＞【既存予算の活用】
⚫ 日本公庫等の通常資本性劣後ローンの要件を見直し、成長志向の中小企業を後押し（省力化投資に

取り組む事業者を対象に追加、金利水準の引き下げ、貸付限度額の拡充）

⚫ 加えて、下記の資金繰り支援を実施
・コロナ特別貸付を終了し、当該貸付の借換等への対応を目的とした制度（基準金利）を創設
・物価高騰の影響を受けた事業者へのセーフティネット貸付の金利引下げ措置（▲0.4％）を継続
・賃上げに取り組む場合の金利低減措置（賃上げ貸付利率特例制度）を継続
・令和６年能登半島地震特別貸付等、能登半島への資金繰り支援の継続 など

＜信用保証協会による資金繰り支援＞【既存予算の活用】
⚫ 民間金融機関のプロパー融資と組み合わせた協調支援型の信用保証制度を創設し、３年間に限り保

証料補助を実施（制度創設1年目に利用した場合は1/2、制度創設2年目は1/3、制度創設3年目は1/4等）

⚫ 物価高等の影響を受ける事業者への経営改善・再生支援を強化するための経営改善サポート保証を

継続

＜経営改善・事業再生・再チャレンジ支援の拡充＞【既存予算の活用＋61億円の内数】

⚫ 早期経営改善計画策定支援事業を通じた金融機関による経営改善支援の拡充
⚫ 中小企業活性化協議会を通じた再チャレンジ支援の拡充（法人破産及び経営者保証ガイドライン手

続に係る各種手続費用・専門家費用等）

３．資金繰り支援、経営改善・事業再生・再チャレンジ支援

４．省力化投資支援の運用改善
⚫ オーダーメイド形式も幅広く対象となる省力化投資支援の新設、カタログ形式の省力化投資支援の

運用改善など、全方位型の省力化投資支援へ再編【既存基金の活用（3,000億円規模）】

経
産
省
の
取
組
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「年収の壁」への当面の対応策（「年収の壁・支援強化パッケージ」）概要

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくり

を支援するため、当面の対応として下記施策（支援強化パッケージ）に取り組むこととし、さらに、制度の見

直しに取り組む。

106万円の壁への対応

◆キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金のコースを新設し、

短時間労働者が被用者保険（厚生年金保険・健康保険）

の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことが

できるよう、労働者の収入を増加させる取組を行った

事業主に対して、労働者１人当たり最大50万円の支援を

行う。なお、実施に当たり、支給申請の事務を簡素化。

労働者の収入を増加させる取組については、

賃上げや所定労働時間の延長のほか、

被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当

（社会保険適用促進手当）として、支給する場合も対象とする。

◆社会保険適用促進手当

事業主が支給した社会保険適用促進手当については、

適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、

新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として

被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。

130万円の壁への対応

配偶者手当への対応

◆企業の配偶者手当の見直しの促進

特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが

進むよう、

(1) 見直しの手順をフローチャートで示す等

わかりやすい資料を作成・公表した。

(2) 中小企業団体等を通じて周知する。

◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定基準（年収130万円）について、

労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶

養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による

迅速な判断を可能とする。

上記のほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金（業務改善助成金）の活用も促進。 16



キャリアアップ助成金：社会保険適用時処遇改善コース

社会保険適用時処遇改善コース

➢ 新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主に対して助成。

➢ 一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃。

➢ 令和７年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象。

➢ 支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減。

要 件 1人当たり助成額

①賃金の1 5％以上分を労働者に追加支給 ※ 1
1年目

２0万円

②賃金の1 5％以上分を労働者に追加支給※1

するとともに、3年目以降、以下③の取組
が行われること

2年目

２0万円

③賃金の18％以上を増額※2させていること
3年目

10万円

週 所 定 労 働 時 間
の 延 長

賃 金 の 増 額 1 人 当 た り 助 成 額

① ４時間以上 ー

30万円

②
3時間以上
4時間未満

5 %以上

③
2時間以上
3時間未満

1 0 %以上

④
１時間以上
2時間未満

1５%以上

短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、一定期間助成を行う

ことにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、コースを新設し、複数のメニューを設ける。

（１）手当等支給メニュー（手当等により収入を増加させる場合） （２）労働時間延長メニュー（労働時間延長を組み合わせる場合）
＜現行の短時間労働者労働時間延長コースの拡充＞

（３）併用メニュー
１年目に（１）の取組による助成（20万円）を受けた後、

２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。

(注)・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
・①、②の賃金は標準報酬月額及び標準賞与額、③の賃金は基本給。
・１、２年目は取組から６ヶ月ごとに支給申請（１回あたり10万円支給）。
３年目は６ヶ月後に支給申請。

※１ 一時的な手当（標準報酬月額の算定に考慮されない「社会保険適用促進手
当」）による支給も可。

※２ 基本給のほか、被用者保険適用時に設けた一時的な手当を恒常的なものとす
る場合、当該手当を含む。労働時間の延長との組み合わせによる増額も可。
また、２年目に前倒して③の取組（賃金の増額の場合のみ）を実施する場合、
３回目の支給申請でまとめて助成（30万円）。

(注)・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
・取組から６ヶ月後に支給申請。
・賃金は基本給。
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年収の壁 こんな不安がありませんか？

年末に向けて、年収が106万円を超えないように、働く時間を調整しない

といけないな・・・

その調整必要ですか？働き控えをする前に、一度、社会保険（厚生年金・健康保険）の

加入の条件を見てみましょう

その１

社会保険の加入の条件（これらをすべて満たす）

大丈夫です！収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、

連続２回まで引き続き被扶養者認定が可能です。

社会保険に入るとどんなメリットがあるの？

１月～９月 11月 12月

繁忙期に残業が発生
（残業代：計20万円）

10月

配偶者の加入する
健保組合・協会けんぽ

例：毎月10万円（年収120万円）で働くパートの方が残業により一時的に収入増になった場合

事業主証明で引き続き
被扶養認定します

事
業
主
証
明

収入が増えたけど一時的なので事業主に証明してもらおう！

その2

残業時間や残業代は含ま
れないんだね！

私の場合、年収130万円（※）を超えると扶養から外れてしまうから、働く

時間を調整しないといけないな・・・

※被扶養者の認定は、年間収入（残業代を含む全ての収入）に基づいて行われます。

１分で分かる解説動画は
こちら

10万円

年収の壁を超えて働く場合、「年収の壁」内で働く場合と比べて給与所得と年金所得の増加が

配偶者手当等の減少を大きく上回り、世帯の生涯可処分所得が増加するという試算もあります。

社会保険の加入拡大の年金のメリット
厚生年金が上乗せで
保障がさらに充実

社会保険の加入拡大の医療のメリット
病気・けがや出産で会社
を休んでもより安心

受付時間 平日 ８:３０～１８：１５
（土日・祝日・年末年始（12/29～１/３）除く）

年収の壁突破・総合相談窓口（フリーダイヤル・無料）

0120-030-045

社会保険加入による変化を計算してみましょう

厚生労働省
年収の壁

18



従業員の就業調整にお困りの経営者・人事ご担当の皆さま

従業員が年末に就業時間を調整してしまう

人材を長期で定着させたい

こんなお悩みありませんか?

キャリアアップ助成金を活用した事業主の皆さまの声が届いています

手取り額を減らさない企業に

１人あたり

最大50万円を支援

従業員の収入を増加させる取組

（手当の支給や労働時間の延長）

を行う企業へ労働者1人当たり最

大50万円を支援。

社会保険への加入により、人材の

定着も期待できます。

「年収の壁」って何？
いわゆる「106万円の壁」。

厚生年金、健康保険に加入するこ

とで、社会保険料の支払いが発生

します。

従業員51人以上、月額8.8万円以上、

週20時間以上の企業で勤務している

場合

「就業調整」をなんとかしたい
その就業調整は不要です！

社会保険の加入の条件は、雇用契

約時の所定内賃金で判断し、残業

代などは含みません。

また、社会保険への加入とともに、

従業員の収入を増加させる取り組

みをすると、キャリアアップ助成金

が受けられます。

年末に従業員が就業時間を調整してシ

フトが組めない

キャリアアップ助成金とは？

キャリアアップ助成金で

年収の壁を突破しませんか

A．助成金の開始以降、約１万９０００事業所から助成金の計画を受理しています。（令和６年10月現在）

大阪府 Ｃ社

キャリアアップ助成金を活用した事業主の皆さまの声

キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）への質問

Q．助成金はすぐに申請できますか？

A．「社会保険適用促進手当」等を支給したり、労働時間を延長したりして労働者の収入を増加

させる取組を行った後に申請していただきます。

まず、従業員と面談を実施し、社会保険制度や加入のメリット※を周知するとともに、働き

方の希望を確認してください。

取組を開始する前に、取組内容にチェックを入れ、取組予定労働者数を記載した計画を都道

府県労働局に提出してください。６か月の取組実施後、支給申請となります。

キャリアアップ助成金の詳細については、都道府県労働局またはハローワークまでお問合せください。

各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する相談を受け付けています。

最寄りのセンターの連絡先

年収の壁突破・総合相談窓口（フリーダイヤル・無料）

働き方改革推進支援センター 無料相談窓口 検索

0120-030-045

A．申請書には、①事業所の所在地や雇用保険適用事業所番号等の事業主の情報、②対象となる従

業員の標準報酬月額（手当等支給メニュー）や取組前後の延長時間（労働時間延長メニュー）等の

従業員の情報を記載してください。

主な添付書類は、従業員の雇用契約書と賃金台帳等です。

Q．助成金の申請には何が必要ですか？

※ 従業員向け説明資料や、詳細については右下の厚生労働省ウェブサイトをご参照ください

Q．周りに聞いても、助成金を活用しているという事業主を知りません。

従業員との丁寧な対話を重ねた上で助成金の活

用を行った結果、就業調整をしていた従業員の

労働時間が増加し、人手不足の解消につなげる

ことができた。

助成金制度の紹介動画を作成し、各店舗で対

象者に面談を実施し、勧奨を行った結果、従業

員の労働時間が増加し、人手不足の解消につ

ながった。

社会保険加入の勤務形態に転換する従業員

に対し、助成金を原資として、一時金を支給。

結果、経験豊富な従業員が労働時間を延ばし

て活躍するようになり、より高い水準での運

営が可能となった。

パート従業員に対し、助成金を活用した社会

保険の加入を進めた結果、パート従業員が就

業調整を行わなくなり、正社員の時間外労働

の大幅な削減ができた。

東京都 Ａ社 大阪府 Ｂ社

山形県 Ｄ社

小売り業飲食業

娯楽業 卸売業

助成金を検討される場合は、お気軽に下記の問合せ先までご連絡ください

厚生労働省
ウェブサイト

受付時間 平日 8:30～18:15
（土日・祝日・年末年始（12/29～１/３）除く）
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賃金は停滞してきた

 賃金については、1970年からおおむね1990年代前半までは、ほぼ一貫して増加している一方で、1990年代

後半以降、それまでの増加トレンドから転換し、減少又は横ばいで推移している。

（※）1970年代～1990年代前半までは、名目労働生産性と名目賃金がどちらもほぼ一貫して増加しており、両者は極めて

強く連動していたが、1990年代後半以降、生産性の上昇ほどは賃金が増加しづらい状況が継続している

21
資料出所 内閣府「国民経済計算（平成２年基準（1968SNA)、平成12年基準（1993SNA)、平成27年基準（2008SNA)）」をもとに作成。
（注） 一人当たり名目労働生産性は、国内総生産（ＧＤＰ)を就業者数で除して算出。一人当たり名目賃金は、雇用者報酬（平成２年基準では雇用者所得）

を雇用者数で除して算出。

一人当たり名目労働生産性

一人当たり名目賃金

100

200

300

400

500

600

700

1970 80 90 2000 10 21

(1970年=100)

(年)

1970年代：

高い賃金上昇率が更

なる物価上昇につな

がりかねないことへ

の懸念

1980年代：

賃金上昇の落ち着き

は、我が国が安定成

長に移行したことに

よるもの

1990年代後半：

賃金の伸びの停滞が

消費等の停滞につな

がっているのではな

いかという懸念

2000年代前半：

フリーターや就職氷

河期等の雇用の安定

が社会の大きな関心

事となった

2010年代：

雇用情勢が改善し、

多様な働き方やワー

ク・ライフ・バラン

ス等の要素にも注目

が集まる

一人当たり名目労働生産性・名目賃金の推移と労働経済白書（労働白書）での記述等



消費者物価上昇率、名目賃金上昇率、実質賃金上昇率の推移
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（資料出所）総務省「消費者物価指数」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）毎月勤労統計調査は30人以上事業所、調査産業計、就業形態計が対象（毎月勤労統計で一般的に報道されるのは５人以上事業所が対象）

（年）

消費者物価上昇率
（持家の帰属家賃を除く総合）

名目賃金上昇率（実線）

実質賃金上昇率（点線）

名目賃金上昇率が
消費者物価上昇率を

上回る傾向

名目賃金上昇率が
消費者物価上昇率と

同程度若しくは下回る傾向
直近では名目賃金上昇率が
消費者物価上昇率を上回って

いる月もあり

 1997年以前は名目賃金上昇率が物価上昇率を上回っていたが、以降は同程度もしくは下回っている傾向。

 消費者物価上昇率は、2022年度以降増加傾向にあり、３％前後で推移。

 名目賃金上昇率は、2021年以降おおむねプラスで推移。実質賃金上昇率は、2022年度以降マイナスが続い

たが、直近ではプラスになる月もあり。
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一人当たり名目賃金・実質賃金の推移
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 過去30年間にわたり、我が国の一人当たり賃金はおおむね横ばい。
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（資料出所）OECD「Average annual wages」により作成。
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労働時間当たり実質GDP

24

 労働時間当たり実質GDPは主要先進国と遜色ない伸び。

（資料出所）OECD「GDP per hour worked」により作成。
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実質労働生産性と時間当たり実質賃金の推移

25

 時間当たり実質賃金は、労働生産性ほどは上昇していない。
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時間当たり実質賃金

（資料出所）内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査（基本集計）」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。
（注）労働生産性、時間当たり実質賃金はいずれもマンアワーベース

労働生産性は、国民経済計算の実質GDPを労働力調査の就業者数と毎月勤労統計統計の労働時間数（５人以上事業所、常用労働者計）で除したものについて、2000年を100としたもの
時間当たり実質賃金は、国民経済計算の実質雇用者報酬を労働力調査の雇用者数と毎月勤労統計の労働時間数（５人以上事業所、常用労働者計）で除したものについて、2000年を
100としたもの

（2000年＝100）

（年）



賃上げの効果①（社員の離職率や採用に与える影響）

 賃上げは、個別企業にとっては、既存の社員の離職率低下や、社員のやる気を向上させる効果が見られる。

 企業の求人時に、高い求人賃金やボーナスあり等の条件を付けることは、求職者の応募を促す効果があり、

人手不足下における人材確保にも資する可能性がある。
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資料出所：（独）労働政策研究・研修機構「企業の賃金決定に係る調査」（2022年） 資料出所：令和5年度労働経済白書、厚生労働省行政記録情報（職業紹介）

賃上げで企業が実感する効果01 求人条件による被紹介企業への応募増加効果02

※図は、ハローワークにおいてフルタイム労働者の求人賃金の下限を最低賃金

より５％以上高い水準で提示すると、募集人数一人当たり、３か月以内の

ハローワークの応募（被紹介件数）が約10％増加することを意味する



賃上げの効果②（消費や生産に与える影響）

 フルタイム労働者の定期・特別給与が１％増加すると、各々0.2％、0.1％消費を増加させる効果がある。

 全労働者の賃金が１％増加すると、生産額が約2.2兆円増加すると見込まれる。
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資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、内閣府「県民経済計算（平成12年基準
（1993SNA)、平成17年基準（1993SNA)、平成23年基準（2008SNA)、平成27年基準
（2008SNA)）」、総務省統計局「人口推計」、総務省統計局「国勢調査」、総務
省統計局「労働力調査」

資料出所：総務省「産業連関表」「家計調査」、内閣府「国民経済計算」
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賃上げの状況

 2022年においては、９割超の企業で何らかの賃上げを実施（ただし、ベースアップ実施は約４割）。

 全体として賃上げの動きは継続しているが、中小企業は大企業と比べると賃上げの動きが弱い。

資料出所：厚生労働省「令和５年版 労働経済白書」より引用。
（独）労働政策研究・研修機構「企業の賃金決定に係る調査」（2022年）の個票を厚

生労働省政策統括官付政策統括室にて独自集計
（注）2022年に実施した賃上げについて企業に尋ね（「定期昇給」「ベースアッ

プ」「賞与（一時金）の増額」「諸手当の改定」「新卒者の初任給の増額」「再
雇用者の賃金の増額」「非正規雇用者・パート労働者の昇級」「その他」「いず
れの賃上げも実施していない」から複数選択可。）、実施企業割合を集計 。

賃上げ実施状況05

ベースアップ実施, 

36.2

ベースアップ以外の

賃上げ（定期昇給

等）実施, 56.7

賃上げ未実施, 7.1
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（１）賃上げ実施状況

（企業割合、％）

賃上げの方法等（2022年）

2024年 賃上げ額・賃上げ率

資料出所：上図は厚生労働省「毎月勤労統計調査」。下図は日本経済団体連合会「2024年春季労使
交渉・大手企業業種別回答状況」、日本商工会議所「中小企業の賃金改定に関する調査」。
回答社数は大企業（経団連調査）が135社、中小企業等（日商調査）が1,586社。
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一般労働者の所定内給与の推移
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令和６年 賃金引上げ等の実態に関する調査（R6 .10 .28）

29

調査結果の概要

１ 賃金の改定状況

（１）賃金の改定の実施状況別企業割合

「１人平均賃金(注)を引き上げた・引き上げる」企業割合 91.2％（前年89.1％）

（２）１人平均賃金の改定額（予定を含む。） 11,961円（前年 9,437円）

改定率（予定を含む。） 4.1％（同 3.2％）

「労働組合あり」の１人平均賃金の改定額（予定を含む。） 13,668円（前年10,650円）

改定率（予定を含む。） 4.5％（同 3.4％）

「労働組合なし」の１人平均賃金の改定額（予定を含む。） 10,170円（前年 8,302円）

改定率（予定を含む。） 3.6％（同 3.1％）
（注）１人平均賃金とは、所定内賃金（諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の特別手当を含まない）の１か月

１人当たりの平均額をいう。

２ 定期昇給等の実施状況

（１）賃金の改定を実施した又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業における定期昇給の
状況定期昇給を「行った・行う」企業割合 管理職 76.8％（前年71.8％）一般職 83.4％（同 79.5％）

（２）定期昇給制度がある企業におけるベースアップの状況

ベースアップを「行った・行う」企業割合

管理職 47.0％（前年43.4％）一般職 52.1％（同 49.5％）
（厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室調査）



令和６年度における徳島労働局の重点施策

「人手不足の克服」「持続的な賃上げ」「多様な働き方の実現」

徳島県とともに「徳島ではたらく」を支える

最
重
点
施
策

最低賃金・賃金の引上げに向けた支援

非正規労働者の処遇改善

リ・スキリングによる能力向上支援

成長分野等への労働移動の円滑化

中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境整
備に取り組みます。

同一労働同一賃金の遵守徹底や非正規労働者の処
遇改善に取り組む企業を支援します。

産業構造の変化に応じた労働者の学び・学び直し
を企業、個人双方から支援します。

人手不足の中、個人が能力を発揮できるよう、円
滑な労働移動を支援します。

魅力ある職場づくり

誰もが働きやすい魅力ある職場づくりのために各種取組
を進めます。
（１）安全で健康に働くことができる環境整備に取り組
みます。

（２）ハラスメントのない職場づくりに取り組みます。

多様な人材の活躍促進
多様な人材が、意欲と能力に応じて活躍できるよう企業
や個人に対して各種支援を実施します。
（１）仕事と育児・介護の両立を目指す者、高齢者、障
害者、就職氷河期世代、若者等多様な人材の活躍を
促進します。

（２）フリーランス、テレワーク等多様な働き方が可能
となる環境整備に取り組みます。

基
本
と
な
る
施
策



 

徳島県最低賃金・賃金引上げ支援策周知キャラバン 

徳島県最低賃金が 11 月より 980 円に改正されることから、その決定日である 10 月１日に、

徳島労働局長（竹中郁子）と徳島県の幹部職員が県内の労働団体、経済団体等を直接訪問の上、

徳島県最低賃金の改正及び業務改善助成金を始めとした中小企業・小規模事業者に対する賃金

引上げに関する支援策の周知について協力要請を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本労働組合総連合会 

徳島県連合会 島会長 

徳島県経営者協会 

林会長 

徳島県商工会議所連合会 

阿部会長 

徳島県商工会連合会 

市原専務理事 

徳島県中小企業団体中央会 

木具専務理事 

徳島県中小企業家同友会 

吉武代表理事 

徳島県社会保険労務士会 

土橋会長 



 

徳島県最低賃金 大学周知キャラバン 

大学生の中にはアルバイト等で最低賃金付近で働く方も相当数おられると考えられことから、

徳島県最低賃金の施行日である 11月１日に、徳島労働局長が徳島大学、鳴門教育大学、徳島文

理大学、四国大学を直接訪問の上、大学生への最低賃金等の周知の協力要請を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人 徳島大学 

河野理事（教育担当） 

国立大学法人 鳴門教育大学 

田中理事（副学長） 

学校法人四国大学 

安永就職支援部長 

徳島文理大学 

中央 松山就職支援部長 

右側 天羽就職支援部長 



徳島県立中央テクノスクール ろうきんホール
(徳島市南末広町23-64）

〒770-0865 徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館２階

徳島県社会保険労務士会内

E-mail：soudancenter@tokushima-sr.jp 

電話:0120-967-951

会場案内

賃金引上げ支援セミナー

賃上げ関係助成金の活用のポイント
講師：徳島働き方改革推進支援センター

特定社会保険労務士 大栗尚子氏

税制面からの賃上げ支援について
講師：徳島県よろず支援拠点 吉岡 確氏

社労士による個別無料相談会
日 時 14時～16時令和６年 ７/１２(金）

内 容

場 所

徳島県内事業主の皆様へ

主 催 徳島働き方改革推進支援センター 0120-967-951

共 催

徳島県労働雇用政策課 088-621-2346

徳島労働局 雇用環境・均等室 088-652-2718

募集人数 60人（参加費無料）

お申し込みは
こちらから

徳島働き方改革推進支援センター

申込み・問い合わせ

中小企業庁 徳島県よろず支援拠点 088-676-4625

～ 賃上げ関係助成金の申請手続きのポイントについてご説明します！ ～

※説明終了後、社労士による個別無料相談会
（申込多数の場合は、別途、日程を調整させていただくこともあります）

徳島労働局 委託事業

令和6年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業



ハローワーク阿南
２階会議室

(阿南市領家町本荘ヶ内120-6）

助成金申請支援セミナー

第２部 税制面からの賃上げ支援について
講師：中小企業庁 徳島県よろず支援拠点 税理士 吉岡 確氏

令和６年８月１９日(月)
14時～16時

内 容

徳島県内事業主の皆様へ

共 催

徳島働き方改革推進支援センター 0120-967-951

個別無料相談会

会場参加：３0名 オンライン：30名

お申し込みは
こちらから

問合先

・オンライン受講の方には、メールアドレス
にURL及び資料を送付します。
前日までに届いていない場合は連絡下さい

・パソコン設定等は受講者ご自身でお願いします

～ 賃上げ関係助成金の申請手続きのポイントについてご説明します！ ～

会場参加の方：税理士・社労士による個別無料相談会を開催
申込多数の場合は、別途、日程を調整させていただきます

徳島労働局 委託事業 令和6年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

徳島労働局 雇用環境・均等室
徳島県
生活環境部 労働雇用政策課

第１回 第２回

ハローワーク三好
２階会議室

(三好市池田町マチ2429-10）

令和６年８月２１日(水)
14時～16時

第１部 賃上げ関係助成金の活用のポイント
講師：徳島働き方改革推進支援センター 特定社会保険労務士 大栗尚子氏

参加無料

両日同じ内容となります

中小企業庁 徳島県よろず支援拠点 088-676-4625

主 催

会場参加：20名 オンライン：30名

参加無料



問合せ
申込先

徳島労働局雇用環境・均等室
〒770-０８５1
徳島市徳島町城内６番地６ 徳島地方合同庁舎４階
TEL：088(652)2718

最低賃金改正前の申請がおススメです！申請はお早めに！

賃上げ関係助成金申請受付・個別相談会
業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金

事前予約制

開催日 開催時間 会 場

１ 令和６年9月 9日（月）

申込期限

9/5

①10:00～11:00

②11:00～12:00

③13:00～14:00

④14:00～15:00

⑤15:00～16:00

時間帯を選択してください。

徳島労働局

徳島市徳島町城内6－6

徳島地方合同庁舎

５階会議室

２ 令和６年9月12日（木）

３ 令和６年9月13日（金）

徳島労働局

業務改善助成金は、例年、最低賃金改正直前に申請やご相談が集中し、混雑する状況となっています。そこで、スムーズな

支給処理につなげるため、下記の日程で集中的に申請やご相談を受け付けるための個別相談会を開催いたします。

また、更なる「賃上げ」を支援する観点から、「働き方改革推進支援助成金」、「キャリアアップ助成金」、「人材確保等支援助

成金（人事評価改善等助成コース）」についても、申請、相談を集中的に受け付けます。

あわせて、賃金等労務管理に関する相談にも対応させていただき、各種助成金の申請を検討する事業主の皆様を総合的

にバックアップしますので、是非ご参加ください！

下記URLまたは右のQRコードから申込フォームにアクセスしてください。

https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou36/soudankai0609

☎ ０８８-６５２-２７１８ （徳島労働局雇用環境・均等室）

申込フォームによる申し込み

電話による申し込み

ご希望する内容（お申し込みの際に申込フォームで選択してください。）

□申請書類を提出したい

（□業務改善助成金 □働き方改革推進支援助成金）

□助成金の相談をしたい

（□業務改善助成金 □働き方改革推進支援助成金 □キャリアアップ助成金 □人材確保等支援助成金）

□賃金等労務管理に関する相談をしたい

※申込状況により、日時の変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。

（人事評価改善等助成コース）

（「キャリアアップ助成金」、「人材確保等支援助成金」は相談のみとなります。）
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持続的な賃上げの実現に向けた

「稼ぐ力」の強化について

2025/1/20

四国経済産業局



➢ 中小企業・小規模事業者の持続的な賃上げには、下請法の改正・執行など適切な価格転嫁など制度
面での対策に加え、生産性の向上や成長・拡大などにより、中小企業の「稼ぐ力」を抜本的に強化

➢ このため、今般の補正予算においては、（１）地域の賃金水準への波及力がある「売上高100億企
業」を恒常的に創出する新たな支援制度を創設するなど、成長・拡大を目指す企業をシームレスに
支援するとともに、（２）地域を支える中小企業・小規模事業者の生産性向上や省力化投資等を加
速化させるための支援を、昨年を上回る規模で実施

「稼ぐ力」の強化のための３つの取組

売上高100億企業など、
成長・拡大を目指す企業
をシームレスに支援

生産性向上や省力化投資
等の加速化を支援

⚫ 中小企業成長加速化補助金（仮称）の新設
（売上高100億企業の創出等を強力に後押し）

⚫ 中堅・中小大規模成長投資補助金の拡充

⚫ 生産性向上のための支援制度の拡充（概要は8ページ以降を参照）
（ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金、事業承継・Ｍ＆Ａ補助金等）

⚫ 中小企業省力化投資補助金の継続

⚫ 商工団体等による支援、資金繰り支援、災害復旧支援等

地域の賃金
水準の引上げ

②

価格転嫁対策の更なる
徹底

⚫ 下請法の改正の検討、執行強化
⚫ 価格交渉促進月間における転嫁状況の調査等（2ページ）
⚫ 業界やサプライチェーン全体での取引適正化（3ページ）

地域の賃金
水準の底上げ

③

地域の賃金
水準の底上げ①

1
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価格交渉の状況 価格転嫁の状況【コスト全般】

• 労務費上昇に係る取引価格の見直しに関する案内が取引先の社長名であった。公正取引委員会が公表した「労務費の適切な転嫁のための価
格交渉に関する指針」に沿った内容の文書で、取引価格の見直しに積極的に取り組む姿勢を見せている。（製造業、情報サービス業）

• 新規品、リピート品とも希望価格通りに価格が決定されている。さらに、取引先の親会社から取引先との取引における問題の有無などを確
認するアンケート調査が定期的に実施されており、取引適正化に積極的な姿勢が見られる。（製造業）

管内４県における取引適正化の好事例

価格交渉促進月間（昨年9月）フォローアップ調査結果

（資料）中小企業庁ウェブサイト「価格交渉促進月間フォロアーップ調査結果（令和6年11月29日更新）」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202409/result_01.pdf

価格交渉促進月間終了後、アンケート調査（9月末～11月中旬）及び下請Ｇメンによるヒアリング（10月下旬～12月中旬）
を実施。30万社にアンケートを配布し、回収率は17.1％（前回調査（昨年3月）の回収率は15.5％）
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パートナーシップ構築宣言の取組
⚫ パートナーシップ構築宣言は、発注者の立場から、代表者の名前で、サプライチェーン全体の付加価値向
上や望ましい取引慣行の遵守等について自主的に宣言・公表することで、取引適正化に関する社内への意
識徹底、取引先からの取組の見える化等を図り、サプライチェーン全体の共存共栄を図る取組

⚫ 徳島県内企業の宣言数は2025年1月15日時点で420社。前回協議会の2024年5月末時点の325社から
95社増加し約1.3倍、共同宣言後の2023年8月末からは200社増加し約1.9倍

（資料）「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト（https://www.biz-partnership.jp/index.html）登録企業リストから当局集計

宣言数の推移
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⚫ 情報共有・周知活動
➢各県へ全国自治体の取組状況や四国管内のセミナー情報等の提供を実施
➢金融機関向け施策説明会、中小企業診断士向け講習会等において周知活動を実施

⚫ 四国経済連合会との意見交換の実施（10/22）

⚫ 価格転嫁・パートナーシップ構築宣言に係る情報交換連絡会（10/31）
➢四国４県とオンラインによる情報交換連絡会を開催
➢パートナーシップ構築宣言の普及拡大と価格転嫁の推進に向けて情報提供を行うとともに意見交換を実施

１．当局における取組

4

パートナーシップ構築宣言拡大に向けた最近の取組

２．今後の予定

引き続き、宣言拡大や実効性の確保に向け四国４県と連携し以下に取り組む予定

⚫ パートナーシップ構築宣言に係る協定・共同宣言参加機関・団体への周知活動

⚫ よろず支援拠点を活用した価格転嫁促進セミナーの開催

⚫ 未宣言企業へのＰＲ活動の実施

⚫ 宣言企業における優良事例把握

⚫ 価格転嫁・パートナーシップ構築宣言に係る情報交換連絡会の継続開催
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（参考）今年度補正予算で措置された
成長・生産性向上支援策



・

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）
事業目的

中小企業は、物価高や賃上げ・最低賃金引上げ、人手不足、制度対応等の事業環境変化に対応し、

それらの”稼ぐ力”を強化する必要がある。こうした”稼ぐ力”を伸ばすためには、成長志向の中小企業によ

る飛躍的成長や中小企業・小規模事業者の生産性向上を促すことが重要であり、それらの成長投資や

革新的な製品・サービスの開発、販路開拓、海外展開、Ｍ＆Ａ、人材育成等をハード・ソフトの両面で

支援する。

成果目標

各事業を通じて事業者の成長や生産性向上を促し、事業終了後の生産性、
給与支給額等の向上を目指す。

事業概要

成長志向の中小企業による飛躍的成長や中小企業・小規模事業者の生産性向上を実現するため、

以下の事業を実施する。

（１）中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）
売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限引き出すため、大胆な

設備投資を支援する。また、新事業・新分野進出、M&A等の中小企業が抱える高度な課題を解決す

るための官民一体での支援体制の構築や海外展開支援、人材育成・人材確保への支援、これらの支

援に必要な基盤整備等を実施する。

（２）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
中小企業等が行う、革新的な製品・サービスの開発に必要な設備投資等を支援する。

（３）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 
中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸの推進、サイバーセキュリティ対策

、インボイス制度への対応等に向けたITツー ルの導入を支援する。 

（４）小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
小規模事業者等が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援する。 

（５）事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）
事業承継・Ｍ＆Ａに際し、設備投資等や、Ｍ＆Ａ・ＰＭＩの専門家活用費用等を支援する。 

（６）先進事例・支援策の周知広報や相談対応・ハンズオン支援

制度対応にかかる相談支援やハンズオン支援を実施するとともに、国内外の事業拡大等にかかる専門

家派遣等を支援する。

(独)中小企業
基盤整備機構

民間
団体等

国

交付金

（１）～（５）

中小企業生産性革命推進事業
令和６年度補正予算額3,400億円

中小企業庁

（１）イノベーションチーム、企画課、総務課、経営支援課、財務課、海外展開支援室

（２）（３）イノベーションチーム（４）小規模企業振興課 （５）財務課

補助

（定額）

補助

（1/2等） 中小
企業等

（６）中小企業の飛躍的成長に向けたソフト面の支援

(独)中小企業
基盤整備機構国

交付金

6
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（１）中小企業成長加速化補助金の概要

補助上限

補助率

対象経費

要件

⚫投資額1億円以上
⚫「売上高100億円を目指す宣言」を行っていること
⚫その他、賃上げ要件 など

5億円

1/2

建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、専門家経費

補助対象者 売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業

内容

事業スキーム

【新設】



（２）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の概要

補助上限

（特例措置）

補助率

基本要件

昨年からの

主な変更点
8

最低賃金引上げ特例（補助率を2/3に引上げ（小規模・再生事業者は除く。））
・指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること

製品・サービス高付加価値化枠 グローバル枠

革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備投資等を支援 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備投資等を支援

① 付加価値額の年平均成長率が+3.0％以上増加
② 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0％以上増加
③ 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等（従業員21名以上の場合のみ）
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする。

5人以下 750万円 （850万円）
6～20人 1,000万円 （1,250万円）
21～50人 1,500万円（2,500万円）
51人以上 2,500万円 （3,500万円）

最賃近傍事業者への補助率を引き上げ

3,000万円（3,100万円～4,000万円）

大幅賃上げ特例（補助上限額を100～1,000万円上乗せ（上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。））
① 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加、② 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準

内容

対象経費

中小企業1/2、小規模2/3中小企業1/2、小規模・再生2/3

（特例措置）

機械装置・システム構築費（必須）、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
＜グローバル枠のみ＞海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
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（３）IT導入補助金の概要

補助上限

補助率

対象経費

要件

昨年からの
主な変更点

最賃近傍事業者への補助率を引き上げ

通常枠
複数社連携
IT導入枠

セキュリティ
対策推進枠

複数の中小・小規模事業者が連
携してITツール及びハードウェ
アを導入

業務効率化やDXの推進等に資
するITツールの導入

サイバーセキュリティお助け隊
サービスを導入

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)それ以外：
 50万円×グループ構成員数

(a)+(b）合わせて
3,000万円まで

ITツールの業務領域が
1～３まで：
5万円～150万円

5万円～150万円

中小企業：１/２
※3か月以上地域別最低賃金+50円以内
で雇用している従業員が全従業員の
30％以上いる場合：2/3

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)それ以外：
 中小企業：2/3

小規模事業者：2/3
中小企業：1/2

ソフトウェア購入費、クラウド利用料
（最大2年分）、導入関連費

ソフトウェア購入費、クラウド
利用料（最大2年分）、導入関連
費、ハードウェア購入費

サイバーセキュリティお助け隊
サービス利用料（最大2年分）

補助上限額及び補助率を引き上げ

労働生産性の年平均成長率＋3％以上増加（複数社連携IT導入枠＋2％以上、セキュリティ対策推進枠＋1％以上）

給与支給総額を年平均成

長率＋1.5％以上増加

かつ

事業所内最低賃金が地域

別最低賃金＋30円以上

インボイス枠

電子取引類型

インボイス制度に対応し、

会計・受発注・決済の機能

を有するITツール及びその

ためのハードウェアを導入

発注者がｲﾝﾎﾞｲｽ制度に対
応し、受発注機能を有す
るITツールを導入し、受
注者が無料で利用

ITツール：
～350万円
PC・タブレット等：
～10万円
レジ・券売機等：
～20万円

～350万円

～50万円以下：3/4
(小規模事業者：4/5)
50万円～350万円：2/3
ハードウェア購入費：1/2

中小企業：2/3
大企業：1/2

ソフトウェア購入費、
クラウド利用料（最大
2年分）、導入関連費、
ハードウェア購入費

クラウド利用料
（最大2年分）

ITツールの業務領域が
4以上：
150万円～450万円

ーー ー

ー

ーー



（４）持続化補助金の概要

補助上限

補助率

対象経費

要件
経営計画を作成し販路
開拓等に取組む小規模
事業者

事業場内最低賃金を
地域別最低賃金より50
円以上引き上げる小規
模事業者

２／３
※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、
赤字事業者は３／４

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費（オンラ
インによる展示会・商談会等を含む）、旅費、開発費、資料購入費、借
料、設備処分費、委託・外注費（税理士等への相談・コンサルティング
費用など）

免税事業者から
課税事業者に転
換

昨年からの

主な変更点

50万円
補助上限
50万円上乗せ

補助上限
150万円上乗せ

産競法に基づく「認定市
区町村による特定創業支
援等事業の支援」を受け
た小規模事業者

200万円
※インボイス特例は適用

令和6年能登半島地
震における被災小
規模事業者

直接被害：200万円
間接被害：100万円

定額、２／３

・地域振興等機関・・・人
件費、委員等謝金、旅費、
会議費、消耗品・備品費、
通信運搬費、印刷製本費、
雑役務費、委託・外注費、
水道光熱費
・参画事業者・・・旅費、借
料、設営・設計費、展示会
等出展費、保険料、広報
費

専門家謝金、専門
家旅費、旅費、資料
作成費、借料、雑役
務費、広報費、委託
費

50万円、

２以上の補助対象者が共同で

実施する場合は100万円

地域に根付いた企業の販路
開拓を支援する機関が地域
振興等機関となり、参画事
業者である１０以上の小規
模事業者の販路開拓を支援

5,000万円

・地域振興等機関 定額
・参画事業者 ２／３ 定額

商工会・商工会議所の内
部組織等
（青年部、女性部等）

先に加え、車両購入
費

２／３

通常枠同様

10

一般型

通常枠 インボイス特例 賃金引上げ特例 災害支援枠

創業型 ビジネス
コミュニティ型

共同・協業型

卒業枠・後継者支援枠を廃止 令和6年奥能登豪雨を
対象に追加

参画事業者を「小規模事
業者」に限定
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（５）事業承継・Ｍ＆Ａ補助金の概要

補助上限

補助率

対象経費

要件

昨年からの
主な変更点

ー ー

ー

承継前の設備投資等にかかる費用を補助

後継者先代経営者

５年以内に予定している
親族内承継、従業員承継が対象

事業承継促進枠 専門家活用枠 ＰＭＩ推進枠 廃業・再チャレンジ枠

M＆Aにかかる専門家費用を補助

廃業後の再チャレンジが対象
廃業 新規事業

事業譲渡に伴う廃業が対象

廃業 一部譲り受け

M&Aが対象

譲り渡し 譲り受け

譲り渡し 譲り受け

M&Aが対象

■ＰＭＩ専門家活用類型

■事業統合投資類型

M&Aが対象

譲り渡し 譲り受け

■買い手支援類型■売り手支援類型

Ｍ＆Ａ後のＰＭＩ（Post Merger 
Integration）にかかる専門家費用や設
備投資を補助

承継時に伴う廃業にかかる費用を補助

800-１,000万円

1/2or2/3

⚫ 店舗改装工事費用
⚫ 機械装置の調達費用

買い手支援類型 600万円、2,000万円※

※100億企業支援要件を満たす場合

売り手支援類型 600万円

⚫ M&A仲介業者やFAへの手数料価値算
定費用

⚫ DD費用（DDを実施する場合、DD費
用として200万円を加算）

買い手支援類型 1/3・1/2or2/3
売り手支援類型 1/2or2/3

ＰＭＩ専門家活用類型 150万円
事業統合投資類型 800-1,000万円

ＰＭＩ専門家活用類型 1/2
事業統合投資類型 1/2or2/3

⚫ PMI専門家への委託費用
⚫ 設備の規格統一など、事業統合に係る
設備投資費用

150万円

1/2or2/3

⚫ 廃業支援費、在庫処分費、解体費、
現状回復費

新設
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適正な価格転嫁の実現に向けた取組

令和７年１月２０日
公 正 取 引 委 員 会
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令和６年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の概要①

➢ 公正取引委員会は、価格転嫁円滑化に関する政府全体の施策「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」
に基づき、令和４年１月26日に下請法運用基準を改正し、同年２月16日、公正取引委員会のウェブサイト上の「よくある質問コーナー
(独占禁止法)」（独占禁止法Q&A）において、下記の①又は②に該当する行為が独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の一つに
該当するおそれがあることを明確化。

➢ 上記の独占禁止法Q&Aに該当する行為が疑われる事案や価格転嫁の状況等の把握のため、令和４年度に「緊急調査」（令和４年
度調査）を、令和５年度に「特別調査」（令和５年度調査）を実施。主な取組は次のとおり。
✓ 書面調査及び立入調査を実施し、独占禁止法Q&Aに該当する行為が認められた発注者に注意喚起文書を送付。
✓ 令和５年度調査では、令和４年度に注意喚起文書送付の対象となった発注者4,030名及び事業者名公表の対象となった13名に
対しフォローアップ調査を実施。

✓ 令和５年度調査の結果、原材料価格やエネルギーコストと比べて労務費の転嫁が進んでいない結果となったことを踏まえ、令和５年11
月29日に、内閣官房と公正取引委員会との連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（労務費転嫁交渉指
針）を策定・公表。【参考１】

✓ 内閣官房は、事業所管省庁に対して業界団体へ労務費転嫁交渉指針の徹底と取組状況のフォローアップの実施を促すよう要請。公
正取引委員会は、全国で企業向け説明会を実施し、都道府県及び各種団体と連携して労務費転嫁交渉指針を周知。【参考２】

独占禁止法Q&A（公正取引委員会ウェブサイト「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のＱ20）

取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、一方的に、著しく低い対価での取引を要請する場合には、優越的地位の
濫用として問題となるおそれがあり、具体的には、

① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議する
ことなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしな
い理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

は、優越的地位の濫用として問題となるおそれがある。

今回の調査の背景

労務費転嫁交渉指針のフォローアップや価格転嫁の状況等の把握を目的として
「令和６年度 価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」（令和６年度調査）を実施。
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令和６年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の概要②

令和６年度調査の概要

書面調査の結果を踏まえた立入調査
（369件実施）

➢ 労務費転嫁交渉指針を知っていたと回答し
た発注者のうち同指針に沿った行動をしていな
かった9,388名に、注意喚起文書を送付
（５ページ参照）。

➢ 独占禁止法Q&Aに該当する行為が認めら
れた発注者6,510名に、注意喚起文書を送
付（８ページ参照）。

【通常調査（書面）】（対象事業者数 110,000名）
・ 受注者・発注者の双方の立場での回答を求める調査。
・ 令和５年度調査の結果、コストに占める労務費の割合が
高いこと又は労務費の上昇分の価格転嫁が進んでいないこと
が判明した「労務費重点21業種」を含む43業種が対象。
・ 労務費転嫁交渉指針のフォローアップや価格転嫁の円滑
化の取組の状況等を調査。

【令和５年度調査における注意喚起対象8,175名に対する
フォローアップ調査（書面）】
・ 注意喚起対象8,175名について価格転嫁円滑化の取組
の状況等を調査。

【労務費転嫁交渉指針に基づく積極的な取組に関する調
査】
・ 労務費転嫁交渉指針を認知し、同指針に沿った取組を
行っている発注者及び受注者87名から、他の事業者の参考
となる取組事例を聴取。

➢ 労務費転嫁交渉指針上の発注者及び受
注者が採るべき行動ごとに、他の事業者の参
考となる取組を紹介。

＜受注者における取組事例＞ ①都道府県労働局に赴き、
価格交渉の際に活用できる数値・資料等について相談し
た上で、価格改定の依頼文書に最低賃金の引上げ状況
を盛り込み、発注者と交渉を行った、②交渉時に発注者に
対して労務費転嫁交渉指針を提示し、積極的に労務費
転嫁の要請を行うなどし、交渉の結果、取引価格の引上
げが実現した 等

【事業者名公表10名に対するフォローアップ調査】
・ 令和５年度に事業者名公表の対象となった10名（事業
者名公表10名）について、価格転嫁円滑化の取組の状況
等を調査（９ページ参照）。



51.8%

38.9%

0%

20%

40%

60%

知らなかった者 知っていた者

（注１）発注者・受注者の立場を問わず、労務費転嫁交渉指針について
「知っていた」か否かの割合。

《労務費転嫁交渉指針の認知度》（注１） 《労務費の上昇を理由として取引価格の引上げ
が行われた割合》（注３）

（注３）受注者の立場で、「労務費の上昇分として要請した額について、
取引価格が引き上げられた」と回答した者の割合を、労務費転嫁
交渉指針について「知っていた者」及び「知らなかった者」別に算出
したもの。

労務費転嫁交渉指針のフォローアップの結果①

➢ 労務費転嫁交渉指針の認知度について、「知っていた者」は約50％と道半ば。他方、労務費転嫁交渉指針を知っている事業者
の方が、価格交渉において、労務費の上昇を理由とする取引価格の引上げが実現しやすい傾向がみられる。

知っていた者

48.8%

知らなかった者

51.2%

✓ 労務費転嫁交渉指針の認知度を都道府県別にみると、

東京都、神奈川県、愛知県、栃木県及び大分県では50％を超え、
青森県、岩手県、和歌山県及び沖縄県では40％を下回っており、
地域ごとに差がある。【参考３】

✓ 労務費転嫁交渉指針の認知度を業種別（注２）にみると、

上位５業種は、放送業（74.1％）、輸送用機械器具製造業
（67.0％）、石油製品・石炭製品製造業（60.5％）、鉄鋼業
（59.9％）及び情報通信機械器具製造業（59.6％）

下位５業種は、酪農業・養鶏業（農業）（27.5％）、自動車
整備業（29.4％）、飲食料品小売業（30.2％）、印刷・同関
連業（35.2％）及び家具・装備品製造業（36.1％）

（注２）下線の業種は労務費重点21業種。

✓ 取引価格が引き上げられたと回答した受注者の割合を労務費
転嫁交渉指針の認知・不知別にみると、知っていた者の同割合
が知らなかった者の同割合より12.9ポイント高い。

✓ 労務費重点21業種のほとんど全てにおいても同様に、労務費
転嫁交渉指針を知っていた者の同割合が知らなかった者の同
割合より高い。
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協議した（全て）

59.8%

協議した（一部）

8.2%

協議しなかった/求めが無かった
32.0%

（注１）発注者の立場で、受注者からの労務費上昇を理由とした取引価格の引上げの求めに応じて、価格協議をしたか否かの割合。

《労務費に係る価格協議の状況》（注１）

《コスト別の転嫁率》（注２）

コスト種別
令和５年度

調査
令和６年度調査

労務費 45.1% 62.4% (17.3㌽上昇)

原材料価格 67.9% 69.5% ( 1.6㌽上昇)

エネルギーコスト 52.1% 65.9% (13.8㌽上昇)

（注２）この転嫁率は、受注者が価格転嫁を要請した場合に、要請した額に対してどの程度取引価格が引き上げられたかを示すものであるが、その要請額は、実際の労務費の
上昇分の満額ではなく、上昇分のうち受注者が発注者に受け入れられると考える額に抑えられている可能性があることに留意する必要がある。

（受注者の価格転嫁の要請額に対して引き上げられた金額の割合）

労務費転嫁交渉指針のフォローアップの結果②

➢ 労務費に係る価格協議は、多くの取引について行われるようになっている。

➢ 労務費の転嫁率は令和５年度調査より上昇している。他方、労務費の転嫁率の状況をサプライチェーンの段階別にみると、製造業
者等から一次受注者、一次受注者から二次受注者等と段階が遡るほど、労務費の転嫁率は低くなり、価格転嫁が十分に進んでい
ない。

サプライチェーンの段階
令和５年度

調査
令和６年度調査

需 要 者 ⇒ 製造業者等 47.7% 66.5% (18.8㌽上昇)

製造業者等 ⇒ 一次受注者 44.8% 61.0％ (16.2㌽上昇)

一次受注者 ⇒ 二次受注者 39.3% 56.1% (16.8㌽上昇)

二次受注者 ⇒ 三次受注者 35.4% 49.2％ (13.8㌽上昇)

✓ 全ての商品・サービスについて価格協議をし
た割合は59.8％（一部の商品・サービス
について価格協議をした場合も含めると
68.0％）。

《サプライチェーンの段階別の労務費の転嫁率》（注２）
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労務費転嫁交渉指針に係る注意喚起文書の送付

注２ 業種名は、原則として日本標準産業分類（令和５年７月告示 総務省）上の中分類による。ただし、 「その他の事業サービス業」については細分類の「ビルメンテナンス業」及び
「警備業」のみ対象、 「不動産賃貸業・管理業」については小分類の「貸家業、貸間業」及び「駐車場業」を除外、 「不動産取引業」については小分類の「不動産代理業・仲介業」を
除外、 「その他の卸売業」については細分類の「医薬品卸売業」及び「医療用品卸売業」のみ対象、 「農業」については細分類の「酪農業」及び「養鶏業」のみ対象。

➢ 労務費転嫁交渉指針を知っていたと回答した発注者のうち、発注者としての行動及び発注者・受注者共通の行動のうち一つでも
指針に沿った行動を採らなかった発注者9,388名に対し、労務費転嫁交渉指針に係る注意喚起文書を送付。

➢ 調査対象43業種ごとの送付件数は下表のとおり（件数の多い順）。

業種名 件数 業種名 件数 業種名 件数

情報サービス業 728 飲食料品卸売業 248 飲食料品小売業 122

協同組合 482 窯業・土石製品製造業 235 非鉄金属製造業 121

総合工事業 434 ビルメンテナンス業・警備業（その他の
事業サービス業）

231 不動産取引業 114

機械器具卸売業 420 運輸に附帯するサービス業 175 倉庫業 113

金属製品製造業 414 業務用機械器具製造業 165 各種商品小売業 103

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 390 電子部品・デバイス・電子回路製造業 165 各種商品卸売業 99

輸送用機械器具製造業 379 放送業 159 情報通信機械器具製造業 97

生産用機械器具製造業 372 映像・音声・文字情報制作業 158 自動車整備業 78

道路貨物運送業 346 パルプ・紙・紙加工品製造業 155 家具・装備品製造業 75

技術サービス業 344 鉄鋼業 155 石油製品・石炭製品製造業 75

電気機械器具製造業 335 印刷・同関連業 153 医薬品卸売業・医療用品卸売業
（その他の卸売業）

59

化学工業 317 不動産賃貸業・管理業 152 インターネット附随サービス業 55

はん用機械器具製造業 295 機械器具小売業 136 通信業 41

食料品製造業 286 広告業 128 酪農業・養鶏業（農業） 21

その他の業種 258

注１ は、労務費重点21業種（ビルメンテナンス業・警備業は２業種としてカウント）。



発注者

受注者／
発注者

受注者

○道路貨物運送業
○運輸に附帯するサービス業
○倉庫業
○食料品製造業

等

○道路貨物運送業
○運輸に附帯するサービス業
○倉庫業

等

道路貨物運送業

6

価格転嫁が円滑に進んでいない業種のサプライチェーンの例

○放送業
○広告業
○映像・音声・文字情報制作

業
等

○映像・音声・文字情報制作
業

○印刷・同関連業
○広告業
○情報サービス業

等

映像・音声・文字情報制作業

○ビルメンテナンス業・警備業
○総合工事業
○不動産賃貸業・管理業

等

○ビルメンテナンス業・警備業
等

ビルメンテナンス業・警備業

○広告業
○地方公務
○放送業

等

○映像・音声・文字情報制作
業

○放送業
○インターネット附随サービス

業
等

放送業

上欄（赤枠）の業種が、下欄（黄枠）の業種からの価格転嫁を受け入れていない

下欄（赤枠）の業種が、上欄（青枠）の業種に価格転嫁できていない

これらのサプライチェーンにおいては多重委託構造が存在し、かつ、価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれる。
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サプライチェーンの各段階における価格転嫁の状況

需要者（事業者）

メーカー

一次受注者

二次受注者

＜製造業＞

令
和
５
年
度
調
査
と
比
べ
各
段
階
で
価
格
転
嫁
が

認
め
ら
れ
た
割
合
が
15

ポ
イ
ン
ト
以
上
上
昇

価格転嫁を要請した商品・サービスの数の７割以上に
ついて価格転嫁が認められた割合

81.2％
（5.2㌽上昇）

消費者

小売業者

一次卸

二次卸

＜流通業＞

需要者（事業者）

サービス提供業者

一次受注者

二次受注者

三次受注者

＜サービス業＞

三次卸三次受注者

注 各段階の事業者が、受注者の立場で価格転嫁を要請した商品・サービスの数に対して、
取引価格が引き上げられた商品・サービスの数の割合について、７割以上（「全て」
又は「多く（７割～９割程度）」）と回答した割合。

・  令和５年度調査と比較して、各サプライ
チェーンの各取引段階において、価格転嫁を要
請した商品・サービスの７割以上の価格転嫁
が認められた割合が上昇。

・  サービス業のサプライチェーンでは、サービス提
供業者（元請）から三次受注者までの各段
階で15ポイント以上上昇し、コスト構造に占め
る労務費の割合が高いサービス業において、令
和５年度調査では低調であった価格転嫁が
改善。

・ サービス提供業者（元請）と需要者（事業
者）との関係では7.6ポイントの上昇にとどまる。

サービス提供業者（元請）や各段階の事業者
が受注者からの価格転嫁を受け入れるための原
資となる、サービス提供業者（元請）から需要
者（事業者）への価格転嫁が十分に進んでい
ない可能性がある。

86.4％
（5.2㌽上昇）

71.8％
（15.3㌽上昇）

75.1％
（4.5㌽上昇）

81.0％
（8.0㌽上昇）

69.5％
（20.1㌽上昇）

72.4％
（8.9㌽上昇）

67.5％
（10.8㌽上昇）

60.0％
（16.5㌽上昇）

87.4％
（3.3㌽上昇）

77.7％
（7.6㌽上昇）

元請・一次、

一次・二次等
の間の取引よ
り率が低い

改善された点

課題
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独占禁止法Q&Aに係る注意喚起文書の送付

注 業種名は、原則として日本標準産業分類（令和５年７月告示 総務省）上の中分類による。ただし、「不動産賃貸業・管理業」については小分類の「貸家業、貸間業」及び「駐車場
業」を除外、 「その他の事業サービス業」については細分類の「ビルメンテナンス業」及び「警備業」のみ対象、「不動産取引業」については小分類の「不動産代理業・仲介業」を除外、 「その他
の卸売業」については細分類の「医薬品卸売業」及び「医療用品卸売業」のみ対象、 「農業」については細分類の「酪農業」及び「養鶏業」のみ対象。

➢ 独占禁止法Q&Aに該当する行為が認められた発注者6,510名に対し、独占禁止法Q&Aに係る注意喚起文書を送付。

➢ 通常調査の回答者数に占める注意喚起文書送付対象者数の割合は、令和４年度調査21.2％→令和５年度調査14.7％
→令和６年度調査13.3％と低下傾向。

➢ 調査対象43業種ごとの送付件数は下表のとおり（件数の多い順）。

業種名 通常
調査

フォロー
アップ

業種名 通常
調査

フォロー
アップ

業種名 通常
調査

フォロー
アップ

情報サービス業 399 221 技術サービス業 92 36 倉庫業 55 5

協同組合 310 188 不動産賃貸業・管理業 90 76 広告業 49 39

総合工事業 179 ８1 運輸に附帯するサービス業 89 4 非鉄金属製造業 44 24

機械器具卸売業 177 111 はん用機械器具製造業 88 46 情報通信機械器具製造業 39 18

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 176 98 印刷・同関連業 85 38 各種商品卸売業 38 12

金属製品製造業 161 84 電子部品・デバイス・電子回路製造業 82 35 各種商品小売業 35 20

生産用機械器具製造業 159 96 映像・音声・文字情報制作業 80 62 インターネット附随サービス業 35 0

化学工業 157 82 業務用機械器具製造業 75 30 不動産取引業 33 19

食料品製造業 156 80 ビルメンテナンス業・警備業（その
他の事業サービス業）

72 65 医薬品卸売業・医療用品卸売業
（その他の卸売業）

32 27

電気機械器具製造業 150 54 機械器具小売業 71 65 通信業 30 0

窯業・土石製品製造業 137 38 鉄鋼業 65 27 家具・装備品製造業 26 8

飲食料品卸売業 135 78 飲食料品小売業 62 45 自動車整備業 25 17

道路貨物運送業 132 126 放送業 62 43 石油製品・石炭製品製造業 21 10

輸送用機械器具製造業 118 66 パルプ・紙・紙加工品製造業 60 30 酪農業・養鶏業（農業） 9 14

その他の業種 63 139



事業者名公表10名に対するフォローアップ調査の結果

➢ 事業者名公表10名は、進捗の程度に差はあるものの、いずれも価格転嫁円滑化の取組により全体としては価格
転嫁円滑化を相当程度進めており、相当数の受注者との間で協議を経ずに取引価格を据え置いている状況は解消。

【事業者名公表10名の主な取組】

【受注者から寄せられた声】

✓ 令和６年１月頃以降、経営トップの了承の下で価格転嫁円滑化の取組方針を策定又は改定して受注者に当該取組方針を周知し、順

次、受注者に対し、価格転嫁の要望があれば協議に応じる旨を呼び掛けていた。

✓ 令和５年度調査において問題につながるおそれのある事例がみられた、「スポット取引」であることを理由とした取引先受注者との関係につい

ては、見積りを依頼する際にコスト上昇分を見積価格に反映するよう呼び掛けたり、見積りの都度価格協議を実施したりしていた。

✓ 価格協議の結果、取引価格を据え置いたり、引き下げたりした事例はほとんどみられなかった。

✓ 事業者名公表10名のほとんどは、受注者との価格交渉の記録を受注者と共有していた。

＜事業者名公表10名による取組に関する声＞

◎ 発注者から価格協議の場を設ける旨の連絡があり、価格協議が開始された

◎ 昨今の労務費上昇を反映させるために協議を申し入れ、春季労使交渉の妥結額等をエビデンスとして提出し、要望どおり転嫁が認められた

◎ 労務費や原材料価格高騰に伴うコストアップに対応するため、今年に入ってから価格協議を申し入れ、要望した金額で快諾された など

＜問題を指摘する声＞

× 価格協議の際に多数のエビデンスの提出を求められ、協議が引き延ばされる

× 価格協議の呼び掛けがあり労務費上昇を示す資料を提出して協議を行ったが、飽くまで現状維持との回答で取引価格が据え置かれている

× 原材料価格高騰のため転嫁を要請しているが回答はなく、代替案の提示もなく、サプライヤーがコスト増加分を負担せざるを得ない など

○ 問題を指摘された事業者にあっては、経営トップから価格協議の担当部門までの事業者全体としての価格転嫁円
滑化の取組方針の徹底や本社等による取組の進捗状況の把握・管理の実施（ガバナンスの改善）が求められる。

○ 受注者のコスト上昇が明らかであるにもかかわらず、協議したことのみをもって合理的な理由なく取引価格を据え置く
ことは適切ではなく、受注者・発注者の双方がお互いに納得するまで協議することが望ましい。 9



令和６年度調査で明らかとなった課題と今後の取組

【労務費転嫁交渉指針及び独占禁止法Q&Aの普及・啓発】
➢ 令和６年度調査の結果、労務費転嫁交渉指針の認知度は約50％であったことなどを踏まえ、より一層の労務費の転嫁円滑化が促進するよう、事業所管省庁
とも連携し、地方版政労使会議の機会も活用しながら同指針を更に周知。あわせて、他のコストの転嫁円滑化も促進するよう、独占禁止法Q&Aの考え方も周知。

【独占禁止法Q&Aに係る注意喚起文書送付の対象となった発注者及び事業者名公表10名への対応】
➢ 注意喚起対象8,175名のうち再度注意喚起文書送付の対象となった発注者2,357名に対し、個別に、独占禁止法Q&Aや労務費転嫁交渉指針の考え方を
説明し、改めて注意を喚起。そのうち、令和４年度調査から３年度連続で受注者との協議を経ずに取引価格を据え置いていたと回答し注意喚起文書送付の対
象となった発注者63名について、追加で立入調査を実施。また、令和６年度調査で注意喚起文書送付の対象となった発注者（独占禁止法Q&A関係6,510名
及び労務費転嫁交渉指針関係9,388名）に対し、令和７年度に実施する価格転嫁円滑化に関する調査においてフォローアップ調査を実施。

➢ 事業者名公表10名について、今後の価格転嫁円滑化の取組に資するよう、フォローアップ調査の結果等を個別に説明。

【事業者名の公表に係る方針に基づく個別調査の実施】【参考４】
➢ 「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表に係る方針について」（令和５年11月８日公表）に基づき、相当数の取引先について協
議を経ない取引価格の据置き等が確認された場合は、独占禁止法第43条の規定に基づきその事業者名を公表する方針で、個別調査を実施中。

【労務費転嫁交渉指針及び価格転嫁円滑化に関する調査の継続実施】
➢ 令和６年度調査において、労務費転嫁交渉指針を認知しているにもかかわらず同指針に沿った行動を採っていない発注者が相当数みられたことなどから、令和
７年度においても、同指針のフォローアップや労務費の上昇分の価格転嫁の状況等について調査を実施。

【優越的地位の濫用行為等に対する厳正な法執行】
➢ 労務費重点21業種や、多重委託構造が存在し、かつ、価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれる業種について、積極的に端緒情報を収集するとともに
違反被疑事件の審査等を行い、独占禁止法や下請法上問題となる事案については、事業者名の公表を伴う命令、警告、勧告等の厳正な法執行を行う。

【適切な価格転嫁のサプライチェーン全体での定着（事業所管省庁との連携等による下請法執行強化）】
➢ 新たな商慣習としてサプライチェーン全体での適切な価格転嫁を定着させるため、下請法について、コスト上昇局面における取引価格の据置きや荷主・物流事業
者間の取引への対応の在り方、事業所管省庁と連携した執行強化のための当該省庁の指導権限の追加等に関し、改正を検討して早期の国会提出を目指す。

➢ 労務費転嫁交渉指針の認知度が約50％にとどまっているところ、同指針を知らなかった事業者において労務費の価格転嫁が低調である。

➢ 労務費の転嫁率は、サプライチェーンの段階が遡るほど低くなり、価格転嫁が十分に進んでいない。

➢ サービス業のサプライチェーンにおいて、サービス提供業者（元請）や各段階の受注者がその先の取引先受注者からの価格転嫁を受け入れるための
原資となるサービス提供業者（元請）から需要者（事業者）への価格転嫁が十分に進んでいない状況がうかがわれる。

➢ 通常調査の回答者数に占める注意喚起文書送付件数の割合の低下が緩やかになっており、依然として協議を経ずに取引価格を据え置いている
発注者が存在する。

今後の取組

明らかとなった課題

10



【参考１】労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針①

発注者として採るべき行動／求められる行動

11

★行動①：本社（経営トップ）の関与

①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組
方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、②経営トッ
プが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に
示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、
必要に応じ、経営トップが更なる対応方針を示すこと。

★行動②：発注者側からの定期的な協議の実施

受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められ
ていなくても、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回など
定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。
特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して
長年同じ価格で更新されているような取引においては協議が必要
であることに留意が必要である。

協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引と
はいえないにもかかわらずスポット取引であることを理由に協議
することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位
の濫用又は下請代金法上の買いたたきとして問題となるおそれが
ある。

★行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること

労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合

は、公表資料（最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上
昇率など）に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して
希望する価格については、これを合理的な根拠のあるものとして尊
重すること。

★行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと

労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライ
チェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、
直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化
すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者からの要
請額の妥当性の判断に反映させること。

★行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと

受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた

場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたこ
とを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないこと。

★行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること

受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要
に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案すること。

本指針
の性格

✓ 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。

✓ 労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。

✓ 本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公
正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処することを明記。

✓ 他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じな
い旨を明記。

11



【参考１】労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針②

12

★行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管

価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管すること。

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

★行動①：定期的なコミュニケーション

定期的にコミュニケーションをとること。

★行動①：相談窓口の活用

労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公
共団体の相談窓口、中小企業の支援機関（全国の商工会議所・
商工会等）の相談窓口などに相談するなどして積極的に情報を
収集して交渉に臨むこと。

★行動②：根拠とする資料

発注者との価格交渉において使用する根拠資料としては、最
低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公
表資料を用いること。

★行動③：値上げ要請のタイミング

労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１年
に１回や半年に１回などの定期的に行われる発注者との価格交
渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受注者が
価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期な
ど受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用
して行うこと。

★行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら
希望する額を提示

発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希
望する価格を発注者に提示すること。発注者に提示する価格の
設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やそ
の先の取引先における労務費も考慮すること。

受注者として採るべき行動／求められる行動



①出張！トリテキ会議（取引適正化推進会議）

③下請取引適正化推進月間

13

◆ 労務費転嫁指針の活用推進

のための中小企業向け

プッシュ型広報・広聴企画

◆ 全国の商工会議所等で実施

◆ 令和6年度は15件実施

（令和6年10月末現在）

②労務費転嫁指針普及啓発動画

労務費転嫁指針の普及啓発動画を公開（令和6年11月）

④労務費転嫁指針等解説動画

◆ 毎年11月を下請取引適正化

推進月間として、下請法の

普及・啓発に係る取組を

集中的に実施

◆ 令和6年度は労務費転嫁

推進に重点を置いた取組

を実施 受注側企業向けの解説動画を公開（令和6年11月）

【参考２】労務費転嫁指針の周知について



【参考３】労務費転嫁交渉指針の都道府県別認知度（注）
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【参考４】
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No.４ 日本労働組合総連合会 

   徳島県連合会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度第２回徳島雇用政策協議会資料 

テーマ 徳島県における「賃金引上げ」に向けた取組について 

 

Ⅰ．2025春季生活闘争の取り組み 

１．構成組織における 2025闘争体制の確立と取り組み 

・構成組織は、2025 春季生活闘争方針の意義と目的に沿って、それぞれ闘争方針

と闘争体制を確立する。 

・加盟組合の要求策定に向けて、「中核組合の賃金カーブ維持分・賃金水準」およ

び「代表銘柄・中堅銘柄」を 1月中に開示できるよう準備を進める。 

・加盟組合の個人別賃金データの収集とその分析・課題解決策に向けた支援を強 

化する。 

・地域の地場・中小組合への波及に向けて、加盟組合の要求状況を地方連合会と 

も共有する。 

 

２．共闘連絡会議の開催 

・部門別共闘連絡会議は参加構成組織の要求内容を把握した上で、第 1 回会議を

2024年 12月～2025年 2月中に開催する。 

・共闘連絡会議の波及力を高めるため、特に次の点について情報交換を行う。 

① 有期・短時間・契約等で働く人も含めた賃上げの要求・交渉状況 

② 価格転嫁・適正取引の取り組み状況、中小組合への支援状況 

③ 「すべての労働者の立場にたった働き方」の改善の取り組み状況 

④ その他（最低賃金、初任給などの取り組み状況） 

 

３．社会対話の促進 

・連合本部は経団連などとのトップ懇談会をはじめ、各経済団体などとの意見交 

換を進め、労働側の考えを主張していく。また、連合・構成組織・地方連合会が

一体となった行動・発信、「連合アクション」の取り組みとも連動させて、すべ

ての働く人に 2025闘争の意義と目的などを広く社会に向けてアピールする。 

・11 月 27 日、厚生労働省は地方労働局に対し、地方版政労使会議について、「賃

上げへの取組を始めとした地域における重要な課題について意見を交換する場」

として「実効ある開催に向けて、都道府県や労使団体等を始めとした構成員と協

議するよう」通達を発信した。地方連合会は、地方の実情に即して準備を進め、

各地域における適正な価格転嫁と賃上げに向けた機運醸成に取り組む。 

・地方連合会は、地域のあらゆる関係者との連携をはかるべく、「笑顔と元気のプ

ラットフォーム」の取り組みを通じて、中小企業の経営基盤の強化や中小企業が

抱える課題、中小企業振興基本条例の制定など、地方連合会が重視する地域課題

団体名・役職・氏名 日本労働組合総連合会徳島県連合会 会長 島和久 



などをテーマとした「地域活性化フォーラム」を通年の中で開催するよう実施に

向けた諸調整に着手する。また、中小企業を支える経営諸団体と労使共通の課題

に関する共同の取り組みについて意見交換を行う。 

 

４．集団的労使関係の輪を広げる取り組み 

・2025 春季生活闘争がめざすところの実現には、健全な労使関係のもとでの労使

交渉が重要であり、全国での街頭アピール行動などを通じ、労働組合の意義と必

要性を社会にアピールし、連合本部・構成組織・地方連合会が連携し、組合づく

り・仲間づくりにつなげていく。 

・職場における労使協定の締結や過半数代表制の運用の適正化に向けた職場点検

活動、「組織拡大・強化の取り組み状況調査」の徹底を働きかけるとともに、地

域の中小・地場企業などにもその重要性を周知し、具体的な組織拡大・強化につ

なげる。 

・構成組織は、年齢や性別・国籍の違い・障がいの有無・雇用形態にかかわらず同

じ職場で働く仲間の組織化と処遇改善をめざして、「職場から始めよう運動」に

積極的に取り組むよう継続的に加盟組合に働きかける。 

 

５．2月末までの要求提出と回答引き出しに向けた交渉配置 

・各構成組織は以下回答ゾーンを踏まえた交渉日程の調整をはかり、各回答ゾー 

ンで回答引き出しをめざす組合を連合に報告する。また、回答が受け入れがたい

場合の対応などを含め必要な戦術設定の準備を進め、ヤマ場への集中と 3 月月

内決着をめざす。 

・連合は、3 月末時点の賃上げ状況について 4 月 3 日に公表するとともに、4 月 4

日に集会と街頭アピール行動を行い、労働組合のない企業などへの賃上げの波及

と未解決組合の交渉促進にむけた意思統一を行う。 

 先行組合回答ゾーン     3月 10日（月）～14日（金） 

          【ヤマ場 3月 11日（火）～13日（木）】 

 3月月内決着回答ゾーン 3月 15日（土）～31日（月） 

 

Ⅱ．最低賃金の取り組み 

2025年度は、以下の取り組みを推進する。 

１．【地域別最低賃金】 

〇「誰もが時給 1,000円」を達成する。 

〇一般労働者の賃金中央値の 6割水準をめざしさらなる引き上げをはかる。 

〇地域間額差の是正を進める。 

 

２．【特定（産業別）最低賃金】 

〇連合本部・構成組織、地方連合会が連携し、特定（産業別）最低賃金の新設・

改定に取り組む。 

○地域別最低賃金の近年の引き上げペースを念頭に、特定（産業別）最低賃金の

改定申出の基礎となる企業内最低賃金協定の締結・改定に取り組む。 



 

 

 

No.５ 徳島県経営者協会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度第２回徳島雇用政策協議会資料 

テーマ 徳島県における「賃金引上げ」に向けた取組について 

 

・ 実質賃金の賃上げは、協会の調査で昨年県内中小企業は約 3%であった、頑張っ 

ていただいていると認識 

 

・ 賃上げのモメンタ厶が維持できるように、会員企業に働きかける 

 

・ 持続的な賃上げのためには、生産性向上のための支援に加え、価格転嫁がスムー 

ズにできるよう、より強力で実効性がある政策が必要 

 

・ 最低賃金は、２年間で 15%近く引き上げられた 

 

・ 物価に負けない適正な最低賃金の引き上げに異論はない 

 

・  一方で物価上昇率を超える急激な引き上げは事業者の経営上のリスクが増大 

 

・ 最低賃金は、幅広い業種、多くの事業者•労働者の声を聞き、上げ幅や引き上げ  

のスピードなどの議論を行っていくことが望ましい 

団体名・役職・氏名 徳島県経営者協会 会長 林 香与子 





 

 

 

 

No.６ 徳島県商工会議所連合会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度第２回徳島雇用政策協議会資料 

テーマ 徳島県における「賃金引上げ」に向けた取組について 

 

１．昨年１２月に日本商工会議所が実施したＬＯＢＯ
ロ ボ

調査によると、２０２５年度に

賃上げを実施予定の企業は約５割。賃上げへの意欲は高いが、そのうち「防衛的

賃上げ」が７割近くを占めており、「賃上げ疲れ」との声も聞かれる。 

 

２．昨年、徳島県の最低賃金が９８０円という答申がされた後、県内の経済団体が実施

した緊急アンケートによると、７割近くが今回の最低賃金額を高いと回答。最低賃

金引上げによる影響は、「大いにある」、「ある」と回答した企業の合計が８割以上。 

 

３．労働者の賃金引上げは着実に進めていくべきであると考えるが、その速度及び 

引上げ幅と企業の支払い能力を考慮して実施する必要がある。今後、中小企業・ 

小規模事業者の持続的な賃上げ実施に向けて、国、県の強力な支援が求められる。 

 

４．商工会議所としては、各企業における、ＤＸの導入による生産性の向上や適正な 

価格転嫁等による財源の確保が重要であると考え、価格交渉を行う際の根拠資料

作成のため、埼玉県と同県の金融機関が開発した「価格交渉支援ツール」を県内 

の各商工会議所においても活用し、企業の価格交渉に役立ててもらうこととして

いる。 

 

５．また、セミナーの開催やパートナーシップ構築宣言の普及に取り組んでいるとこ 

ろであり、今後もその実効性確保に向け、引き続き粘り強く推進していくので、

労働局や県におかれては、国への提言や力強い施策の推進を是非ともお願いした

い。 

 

団体名・役職・氏名 徳島県商工会議所連合会 会長 阿部和英 



 

 

 

 

No.７ 徳島県中小企業団体中央会資料 

 

  

 

 

 

 

 

 



徳島県中小企業団体中央会
Ｒ７．１．２０

１ 県内の労働事情等（令和６年度「中小企業労働実態調査報告書」より）

（１）経営状況

「１年前と比べてどう思うか」という問いに対して、

・「良い」と回答した事業所は １３．７％（前年比－８．７％）

・「悪い」 は ３４．５％（前年比＋３．８％）

（２）経営上の障害

１位：人材不足（質の不足） ２位：光熱費・原材料・仕入れ品の高騰

３位：労働力不足（量の不足）４位：人件費の増大

（３）人件費の販売価格への転嫁状況

「転嫁を行った又は行う予定」の事業所が３８．２％（前年比＋３．８％）

（４）賃金改定状況（調査時点：令和６年７月１日）

・「引き上げた」事業所は ５９．４％

・「７月以降引き上げる予定」は １４．２％

※県内の１００人～３００人規模の事業所においては、１００％が引き上げたとの

回答

（５）賃金改定の決定要素

１位：労働力の確保・定着 ５９．４％

２位：企業の業績 ４８．６％

３位：物価の動向 ４４．４％

２ 中央会の取り組み

企業が持続的・構造的な賃上げが可能となるよう、企業の生産性の向上、経営基盤の

強化等に向け、会員組合・企業等に伴走しながら、課題克服への助言、支援等を実施

◆ 「巡回支援」の実施

前期・後期それぞれ１回の訪問を行い、組織や事業、経営全般について、相談・指

導、支援を実施 【年間実績 約２，０００回】

◆ 「講習会・セミナーの開催」及び「専門家の派遣・相談」

企業の実態に即した「組織の強化」、「企業連携・交流の促進」、「経営革新」、「新分

野展開」、「ＤＸやＧＸの推進」、「事業承継」、「人材の技術・技能の向上」、「労働雇用

関連」、「ＢＣＰの策定」、「ＳＤＧｓの推進」等々、様々なテーマで実施

【年間実績 「講習会・セミナーの開催」 約１００回

「専門家の派遣・相談」 約３００回】

◆ 中小企業庁事業の地方事務局の運営

「ものづくり・サービス・生産性向上促進補助金」及び「中小企業省力化投資補助

事業」の事務局運営



３ 国等への要請

①賃上げ促進税制の拡充 ②労務費等の価格転嫁対策の強化 ③生産性向上支援の強

化等について、

あらゆる施策を動員し、賃上げの原資が確保される環境整備、支援策の強化・拡充を

図るよう、国等に対し、全国中央会及び他県中央会と一緒に要望活動を実施



 

 

 

No.８ 徳島県商工会連合会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

No.９ 徳島県社会保険労務士会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 











支給対象事業者

一時金の支給額

支給要件

申請受付期間＆申請方法

県内に事業所を有する中小企業等（詳細は裏面に掲載）
※公益法人、協同組合、個人事業主（従業員1人以上雇用しているものに限る）も含む。

申
請
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス

申
請
フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を
入
力

提
出
書
類
を
添
付

入
力
終
了・申
請

申
請
完
了

所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

申
請
完
了

申請書類の受理から一時金の振込までは
およそ4週間を予定しています 申請書類の受理から一時金の振込までは

およそ5週間を予定しています

■ ホームページからの申請の流れ ■ 郵送申請の流れ

提出書類を同封の上郵送

● 正規雇用労働者 ● 非正規雇用労働者

①賃上げの対象時期 令和６年４月１日から令和６年11月1日まで
（改定後の賃金の支給が令和６年12月以降となったものを含む）
※対象時期に複数回の賃上げを行った場合も可

②賃上げ対象従業員 令和６年８月1日時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
ただし、非正規雇用労働者については、
週所定労働時間４時間以上（月所定労働時間18時間以上）であること。
なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）の
適用を受けた従業員又は受ける見込みの従業員は除く。

③賃上げ額 （ア）対象時期において、1時間当たりの賃金額「930円未満」の従業員
　　の賃金を「980円以上」に引き上げていること。
（イ）引き上げ後、最低１か月以上の賃金支給実績があること。

④その他 引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。

徳島県賃上げ支援事業

令和6年12月2日（月）～令和7年2月28日（金）必着

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（1事業者当たり最大50万円） ※1事業者：法人番号単位での申請

● ホームページからの申請がスムーズです。優先的にご利用ください。
● 電子申請については、12月9日からの受付。

詳細は
ホームページを
ご確認ください。

徳島県では、時間給「930円未満」の従業員の賃金を
「980円以上」に引き上げた中小企業等を
対象に一時金を支給します！

〒770-8055
徳島市山城町東浜傍示1-1
徳島県賃上げ支援事業運営事務局
「（株）テレコメディア内」宛

送付先



申請書類

一時金申請について

徳島県賃上げ支援事業申請書兼請求書（様式第1号又は様式第2号）
支給対象従業員一覧（様式第3号）
支給対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
賃金台帳の写し（賃金改定前月及び賃金改定月分）
一時金振込先の口座に関する情報（金融機関名、ロ座番号、名義人
等）が分かる書類（預金通帳の写し等）

①
②
③
④
⑤

中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する
中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法（昭和40年法
律第34号）第２条に規定する法人のうち、公益法人等（※１）、協同組
合等（※１）及び普通法人（※１）に該当。
県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業
所が県内にあること（県内で営業実態がなく、法人住民税が免除され
ている場合を除く）。
県内の事業所に常時使用する従業員（※２）を１人以上雇用していること
徳島県税に未納がないこと。
過去に国•都道府県•市区町村等の助成事業等において、不正受給に
よる不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
過去5年間に重大な法律違反等がないこと。

１：

２：

３：
４：
５：

６：

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っ
ていないこと。
暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第７７号）第２条第２項に規定する暴力団をいう,以下同じ。）
又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力
団及び構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団
の構成員等」という。）の統制下にある団体、又はこれらと密接な関
係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与し
ていないこと。
会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第
225号）等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

７：

８：

９：

（法人のみ）履歴事項全部証明書（申請日から3か月以内のもの）
（個人事業主のみ）直近の確定申告書（「青色申告」または「白色申告」）
の写し
その他、知事が必要と認める書類

⑥
⑦

⑧

次の項目すべてに該当する者

支給対象事業者（個人事業主の場合）

徳島県内税務署へ開業届を提出している個人事業主。
中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する
中小企業者の範囲で事業を営む者であって、上記「支給対象事業者
（法人の場合）」欄中３から９の全ての要件に該当するもの。

１：
２：

次の項目すべてに該当する者

申請方法
● ホームページからの申請 ● 申請書類のダウンロード（郵送用）

※４ 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者とは、
　　次の①及び②の両方を満たさない法人
　   ① 資本金の額又は出資の総額が３億円以下であること
　   ② 常時使用する従業員の数が３００人以下であること

製造業、建設業、 
運輸業、その他の
業種

資本金の額
または

出資の総額

常時使用する
従業員の数

常時使用する
従業員の数

業　種

中小企業者
（下記のいずれかを満たす者） 小規模企業者

卸売業

サービス業

小売業

1億円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

100人以下

100人以下

50人以下

5人以下

3億円以下 300人以下 20人以下

5人以下

5人以下

【中小企業基本法第2条第1項に掲げる中小企業者】
①

②

③

④
⑤

⑥
⑦

①
②
③
④

構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的
とするもの（同窓会、同好会等）
特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象と
する福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
（後援会等）
徳島県および県内市町村の行政連携団体
法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営
費の大半を公的機関から得ている法人等
みなし大企業（※３）
公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者
（※４）

会社役員、個人事業主
日々雇い入れられる者
２か月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用され
る者

※1 次の①から⑦のいずれかに該当するものは除く。

①

②

③

④

⑤

発行済株式の総数又は出資価格の総
額の２分の１以上を同一の大企業が所
有している中小企業者等

発行済株式の総数又は出資価格の総
額の３分の２以上を大企業が所有して
いる中小企業者等

大企業の役員又は職員を兼ねている者
が役員総数の２分の１以上を占めてい
る中小企業者等

発行済株式の総数又は出資価格の総
額を①～③に該当する中小企業者が
所有している中小企業者等

上記①～③の中小企業者の役員又は
職員を兼ねている者が役員総数の全て
を占めている中小企業者

※３ みなし大企業とは、以下①から⑤に
     該当する者とする。

※２ 常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の
　　規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と
　　し、以下①から④に該当しない者とする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〒770-8055 徳島市山城町東浜傍示1-1
徳島県賃上げ支援事業運営事務局「（株）テレコメディア内」
TEL：088-603-8060

お問い合わせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

支給対象事業者（法人の場合）
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徳島県の人材確保について

R7.1.20 令和６年度 徳島県雇用政策協議会



徳島県の賃上げ、生産性向上支援策について

■ 事業者の声を施策に反映し、タイムリーな支援を実施

徳島県賃上げ応援
サポート事業01 賃上げ応援！

徳島県生産性向上投資促進事業
03徳島県賃上げ支援事業02

１



1.11 1.23 1.26 1.2 1.17 1.16 1.15 1.12 1.13 1.13 1.12 1.13
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有効求人倍率の推移

有効求職者数 有効求人数 有効求人倍率

<職業別有効求人倍率>

■ 企業の人手不足感が続き、一部産業では有効求人倍率が特に高い

※出典：徳島労働局「職業安定業務統計」

徳島県内の雇用情勢について

※出典：徳島経済研究所「徳島の経済と産業」

※農林漁業の大幅な減少
※製造業、建設業の減少

※医療・福祉が最も多い

２



徳島県の人材確保について

＜本県における労働力人口（推計）＞

■ ２０４０年には、労働力人口が「27%減」(2020年国調比)

■ １５年後、県内でどれくらいの「人材（労働者数）」が不足するのか？

３

20００年
４１．１万人

2020年
３７．７万人
2000年比

▲8%

2040年
2７．4万人
2020年比
▲27%

※出典：徳島経済研究所「徳島経済レポート」

・2040年の労働参加率を2020年と同率と仮定

＜２０４０年の必要労働者数（推計）＞＜必要労働者数＞



徳島県の人材確保について

＜想定ケース＞

■ 高齢者層で労働参加率が改善した場合

Ⅰ．県内就職支援 Ⅱ．企業等での定着支援
Ⅲ．潜在労働力の活用
（女性・高齢者・障がい者）

Ⅳ．外国人材の受入れ
人材確保に向けた
取組方向性
（４本柱）

生産性向上（DX推進）、労働力の流動化（Ｍ＆Ａ型事業承継）

４

・「65～79歳の階層」を、2020年の60～64歳
の労働参加率まで引き上げた場合（黄線）

2020年
３７．７万人

2040年
31．9万人

▲15%

※出典：徳島経済研究所「徳島経済レポート」

※「60～79歳の階層」を2020年の55～59歳の労働参加率まで引き上げた場合（緑線）、不足数は「約３万人」



県内就職支援 企業等での定着支援

Ⅱ 多様な働き方の促進と働きやすい環境づくり

Ⅰ 就職・就業マッチングの促進

Ⅲ 就職・就業支援策の充実

Ⅱ 本県企業等の魅力発信、交流促進

Ⅰ 魅力的な企業等や産業、専門人材の育成

■生産年齢人口が大きく減少していく見込みの中、人材確保対策は喫緊の課題

徳島県の人材確保について ５

潜在労働力の活用 外国人材の受入れ

Ⅱ 定着促進に向けた支援の充実
Ⅰ 多様な人材の就業支援の強化

Ⅱ 企業・民間団体との連携による
就業等の支援

Ⅰ 受入れ促進に向けた取組の強化

「県内就職支援」「企業等での定着支援」
「潜在労働力の活用」「外国人材の受入れ」の施策体系で
安定的な人材の確保・定着に向けた環境を整備
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